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は
じ
め
に

博
多
湾
の
内
海
漁
場
に
つ
い
て
は
、「
寒
中
海
底
ノ
冷
気
強
ク
大
洋
よ
り
魚
不
入
込
十
月
頃
よ
り
翌
二
月
頃
迄
ハ
渾
テ
網
漁
止
業
」
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
冬
場
は
外
洋
か
ら
の
魚
の
回
遊
が
減
り
網
漁
が
出
来
な
い
上
、「
内
海
浅
海
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
平
常
小
漁
事
ノ

ミ
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
（
１
）。
こ
れ
は
明
治
期
の
記
録
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
内
海
漁
業
の
状
況
は
近
世
以
来
の
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
研
究
の
問
題
関
心
は
、
常
日
頃
は
小
漁
事
中
心
の
漁
業
を
行
い
、
冬
場
に
は
魚
が
少
な
く
な
る
博
多
湾
の
内
海
漁
場
に
お
い
て
、

浦
々
は
い
か
に
し
て
限
ら
れ
た
水
産
資
源
を
確
保
し
、
漁
業
従
事
者
は
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
立
て
て
い
た
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
て
い
く
最
初
の
作
業
と
し
て
、
本
稿
で
は
博
多
湾
内
海
漁
場
の
入
会
漁
業
に
着
目
し
て
み
た
い
。
入
会

漁
業
と
は
、
海
面
を
共
同
に
利
用
収
益
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
博
多
湾
の
内
海
漁
場
に
お
い
て
、
入
会
漁
業
が
い
か
な
る
経

緯
で
成
立
し
て
い
っ
た
の
か
、
近
世
か
ら
明
治
前
期
ま
で
を
視
野
に
、
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
漁
場
争
論
を
手
が

か
り
と
し
て
作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
漁
場
を
め
ぐ
る
浦
と
浦
と
の
争
い
の
過
程
を
詳
細
に
追
っ
て
い
く
こ
と
で
、
入
会
漁

漁
場
争
論
か
ら
み
る
近
世
・
明
治
前
期
の
博
多
湾
内
海
漁
業

―
箱
崎
浦
庄
屋
・
大
庄
屋
山
崎
家
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書
を
中
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に
―
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場
秩
序
の
一
端
を
明
ら
か
に
出
来
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
主
に
箱
崎

浦
庄
屋
・
大
庄
屋
山
崎
家
文
書
（
２
）を
利
用
し
て
い
る
。

論
を
進
め
て
い
く
な
か
で
、
網
や
縄
や
釣
な
ど
の
漁
法
が
度
々
出
て
く

る
た
め
、
最
初
に
『
福
岡
県
漁
業
誌
（
３
）』
か
ら
、
筑
前
地
方
の
浦
の
網
漁
、

長
縄
漁
、
釣
漁
そ
の
他
の
漁
法
を
一
覧
表
に
し
て
み
よ
う
（
表
１
）。
こ
れ

を
見
る
だ
け
で
も
、
多
様
な
漁
法
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。一

、
近
世
博
多
湾
に
お
け
る
内
海
漁
業

（
１
）
内
海
漁
場
と
箱
崎
浦

近
世
の
博
多
湾
内
に
は
、
内
海
を
漁
場
と
す
る
六
つ
の
浦
々
（
奈
多
・

箱
崎
・
博
多
・
福
岡
・
伊
崎
・
姪
浜
）
が
図
１
の
よ
う
に
点
在
し
て
い
た
。

こ
の
う
ち
箱
崎
浦
に
つ
い
て
は
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
書
上
に
よ

れ
ば
、
竈
数
六
九
軒
、
人
高
は
三
六
九
人
と
な
っ
て
い
る
。
漁
業
は
網
漁

が
中
心
で
、
漁
船
三
九
艘
の
ほ
か
二
艘
の
商
船
が
あ
っ
た
。
あ
さ
り
貝
、

海
草
類
な
ど
を
産
し
、
牡
蠣
の
育
成
も
行
わ
れ
て
い
た
（
４
）。
明
治
四
年
（
一

八
七
一
）
の
人
高
は
六
五
四
人
を
数
え
て
お
り
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九

世
紀
後
半
に
か
け
て
箱
崎
浦
で
は
人
数
が
倍
増
し
て
い
る
。
明
治
五
年
の

表１ 『福岡県漁業誌』にみえる筑前国の漁法

（網漁）
カナキ網、カナキ二艘引網、夜地引網、地引雑魚網、田作網、地引網、手繰網、鰯地引
網、鰯沖引網、鯛網、鰶

コノシロ
引網、鰶曲網、鰡

ボラ
網、鰆

サワラ
網、鰆流網、 網、𩹉

アゴ
引網、𩹉流網、

烏
イ
賊
カ
曲網、鱵

サヨリ
網、梭

カマス
魚網、鱮

タナゴ
網、鯵

アジ
引網、魲

スズキ
網、建網、鰤

ブリ
建網、魥建網、目

メ
張
バル
建網、鱪

シイラ

網、帆
ホ
立
タテ
貝網、海

ナマコ
鼠網、八駄風呂敷鯖網、八駄鯖

サバ
網、大敷網、 大敷網

（長縄漁）
鯛長縄（於呂島）、海

エ
鷂
イ
魚長縄、小鯛長縄（於呂島・姫島・大島海等）、魦

フカ
長縄、アラア

コ長縄（於呂島・姫島海等）、鰤長縄、トヲヘイ長縄、鰆・鰤挽縄
（釣漁）
烏賊釣、鯖釣、魲挽緒、小釣、竿釣
（その他）
章
タ
魚
コ
漬

馬
サ
鮫
ワ
魚
ラ
鉾、海鷂魚・魦鉾、石

ア
決
ワ
明
ビ
鉾

石決明海女漁

出典　『福岡県史　近代資料編　農務省・漁業誌　附録絵馬』（福岡県、1982年）所収
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諸
店
御
免
札
運
上
銀
志
荷
振
売
市
中
振
売
運
上
銀
書
上
控
』
を
見
る
と
、
漁

業
以
外
に
も
雑
穀
・
白
土
焼
・
竹
小
小
売
・
小
売
酒
・
質
・
豆
腐
作
・
髪
結

床
・
風
呂
場
・
魚
店
・
魚
問
屋
・
野
菜
店
な
ど
の
諸
商
売
が
あ
っ
た
（
５
）。

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
立
網
持
中
の
口
上
書
に
よ
れ
ば
、
箱
崎
浦
で

は
元
々
一
一
軒
の
立
網
（
６
）株
が
あ
っ
た
が
、
次
第
に
分
家
を
し
て
網
元
の
軒
数

が
増
え
て
い
る
こ
と
、
小
網
持
中
が
余
計
に
網
を
増
や
し
て
違
法
な
操
業
を

行
い
、
そ
の
結
果
、
立
網
持
中
は
甚
だ
難
儀
を
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る（７
）。
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
立
網
持
（
網
元
）
は
一
一
人
と
あ
る
こ
と

か
ら
（
８
）、
箱
崎
浦
で
は
近
世
後
期
に
網
元
の
分
家
が
進
む
と
同
時
に
、
小
網
持

に
よ
る
漁
業
が
増
え
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

立
網
（
網
元
）
と
小
網
漁
と
の
対
立
関
係
に
加
え
、
例
え
ば
、
箱
崎
浦
の

立
網
に
博
多
の
底
網
が
引
っ
か
か
る
と
い
っ
た
、
他
の
浦
の
網
漁
と
の
ト
ラ
ブ
ル
も
天
保
期
に
は
起
き
て
い
る
（
９
）。
近
世
後
期
か
ら
幕
末

期
の
博
多
湾
内
海
漁
場
で
は
、
限
ら
れ
た
網
代
を
め
ぐ
っ
て
浦
々
の
漁
師
が
競
合
し
て
網
漁
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
博
多
湾
の
内
海
漁
業
が
古
く
か
ら
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
例
え
ば
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
の
年
紀
を
も
つ

言
上
書
の
写
か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
）
（1
（

。
こ
の
言
上
書
は
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
奈
多
浦
と
の
漁
場
争
論
の
際
に
箱
崎
浦

か
ら
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
利
用
に
あ
た
っ
て
は
一
定
の
史
料
批
判
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
近
世
初
期
の
博
多
湾
に
お
け

る
漁
業
の
様
子
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。

近
世
博
多
湾
の
内
海
漁
業
に
つ
い
て
は
、
山
崎
文
書
の
な
か
に
幾
つ
か
の
漁
場
争
論
に
関
す
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
表
２
は
博

多
湾
内
海
漁
場
に
お
け
る
主
な
争
論
関
係
史
料
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
争
論
を
手
が
か
り
に
、
近
世
博
多

姪浜

伊崎

福岡

箱崎

奈多

境戸崎

大嶽 小嶽
▲

▲

室
見

川

石
堂

川博多

愛宕山 荒戸山

    志賀島

和白

　唐原

図１ 博多湾の浦々
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表２ 近世博多湾内海漁場をめぐる秩序形成
No. 時　期 表　　題 主　体 典　　拠

１ 明暦元年（1655）
８月６日

奈多浦之内ニ慮外仕候
段御理り申上候詫状 箱崎浦、奈多浦 『福岡県史近世資料編福岡

藩浦方（一）』p.254・255

２ 寛文９年（1669）
８月22日

内海ニて奈多浦網引不
申様御願申上ル事 箱崎浦、奈多浦 『福岡県史近世資料編福岡

藩浦方（一）』p.259～261

３ 元文５年（1740）
３月 御証文写 福岡、博多、箱崎、

姪浜、奈多
『福岡県史近世資料編福岡
藩浦方（一）』p.273・274

４ 寛保２年（1742）
４月11日

当浦内海漁仕候分書上
申事 奈多浦 『福岡県史近世資料編福岡

藩浦方（一）』p.280

５ 安永４年（1775）
９月29日

柳町蔦屋惣左衛門立網
漁御理り申書物之事 柳町 『福岡県史近世資料編福岡

藩浦方（一）』p.390・391

６ 安永５年（1776）
11月～12月

乍恐箱崎浦甚三旅漁御
願申上ル口上之覚／箱
崎浦網持中申上ル口上
之覚／書物之事

箱崎浦（網持中・
旅網）

『福岡県史近世資料編福岡
藩浦方（一）』p.397～400

７ 安永６年（1777）
正月

箱崎浦百性中〔乍恐〕
奉頼上口上之覚 箱崎浦 『福岡県史近世資料編福岡

藩浦方（一）』p.402～404

８ 寛政６年（1794）
６月

奈多浦鰯・蛸貝之外漁
事不仕様箱崎浦口上之
覚案文

箱崎浦 『福岡県史近世資料編福岡
藩浦方（一）』p.496・497

９ 寛政10年（1798）
６月

内海漁場入会につき仰
渡 姪浜、博多、箱崎 九大山崎文書7-29

10 天保２年（1831）11月
箱崎浦立網持中乍恐奉
申上口上覚

箱崎浦（立網持中・
小網持中）

『福岡県史近世資料編福岡
藩浦方（一）』p.394～396

11 天保12年（1841）５月 遊漁御達書控 伊崎浦 九大山崎文書2-7

12 天保13年（1842）３月
伊崎浦源右衛門乍恐御
願申上候口上之覚 伊崎浦 福岡市博山崎文書23／九

大山崎文書7-18

13 天保13年（1842）３月
右御取調之節姪浜浦よ
り上申ノ写 姪浜浦 九大山崎文書7-18

14 〔天保13年（1842）〕寅11月14日
博多船改役末次與四郎
書簡

箱崎浦竪網持中、
博多津底網 福岡市博山崎文書66-2

15 天保14年（1843）６月３日 遊漁御達書控 伊崎浦 九大山崎文書2-7

16 天保期 旧藩浦役所掛合状写 伊崎浦 九大山崎文書7-13

17 安政２年（1855）８月
箱崎浦竪網持中乍恐奉
願上口上之覚

箱崎浦竪網、博多
底網 九大山崎文書6-3

18 安政５年（1858）７月 御達書 箱崎浦竪網、姪浜
地引網 福岡市博山崎文書39

19 慶応２年（1866）３月
箱崎浦地曳網持中乍恐
御願申上ル口上之覚

箱崎浦地引網、奈
多浦さより縄漁 福岡市博山崎文書49
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湾
に
お
け
る
内
海
入
会
漁
業
の
成
立
の
過
程
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
２
）
奈
多
浦
と
箱
崎
浦

博
多
湾
の
内
海
漁
場
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
世
前
期
か
ら
中
後
期
に
か
け
て
箱
崎
浦
と
奈
多
浦
と
の
間
で
度
々
争
論
等
が
起
こ
っ
て
い

る
（
表
２
参
照
）。
確
認
で
き
る
最
初
の
も
の
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
八
月
に
箱
崎
浦
か
ら
奈
多
浦
へ
提
出
さ
れ
た
詫
状
で
あ
る
。

「
奈
多
浦
之
内
ニ
参
り
、
奈
多
之
衆
見
付
被
申
候
鰯
を
無
理
ニ
網
た
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
箱
崎
浦
の
鰯
網
船
が
奈
多
浦
の
漁
場
に
お
い

て
強
引
に
鰯
漁
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
詫
び
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
鰯
漁
を
め
ぐ
る
箱
崎
浦
と
奈
多
浦
の
争
論
は
寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）
八
月
に
も
発
生
し
て
い
る
。

八
月
一
六
日
、
和
白
村
の
沿
海
に
鰯
が
見
え
た
の
で
、
箱
崎
浦
の
網
船
が
沖
か
ら
和
白
沿
岸
へ
網
を
引
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
奈
多
浦

の
者
ど
も
が
一
斉
に
船
を
出
し
、
箱
崎
浦
の
網
に
入
っ
た
鰯
を
追
い
出
し
、
網
を
め
ぐ
ら
し
鰯
を
奪
い
取
っ
た
。
奈
多
浦
の
者
は
さ
ら

に
、
箱
崎
浦
の
七
郎
兵
衛
と
正
左
衛
門
の
網
に
強
引
に
船
を
入
れ
て
鰯
を
奪
い
取
っ
た
り
、
孫
兵
衛
と
市
郎
右
衛
門
が
捕
獲
し
た
鰯
を

大
勢
で
掠
め
取
る
な
ど
の
狼
藉
を
働
い
た
。

こ
れ
に
対
し
箱
崎
浦
は
八
月
二
二
日
付
の
口
上
書
を
提
出
す
る
。
提
出
さ
れ
た
口
上
書
に
よ
れ
ば
「
内
海
之
儀
ハ
何
方
ニ
て
も
、
箱

崎
・
博
多
・
福
岡
・
姪
浜
、
入
乱
ニ
網
を
引
申
候
、
取
わ
き
箱
崎
浦
之
儀
は
、
西
風
北
風
之
時
は
当
浦
前
ニ
て
網
引
申
事
一
切
難
成
所

ニ
て
御
座
候
間
、
先
年
よ
り
お
く
和
白
尻
・
唐
原
尻
ニ
て
引
来
申
候
」
と
あ
り
、
内
海
で
は
箱
崎
を
は
じ
め
、
博
多
・
福
岡
・
姪
浜
の

各
浦
々
が
入
り
交
じ
っ
て
網
漁
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
特
に
箱
崎
浦
の
場
合
、
西
風
と
北
風
の
時
節
、
沿
海
で
網
漁
を
行
う
こ
と
が
困

難
な
た
め
、
往
年
よ
り
和
白
村
や
唐
原
村
の
沿
海
で
網
漁
を
行
っ
て
来
た
と
述
べ
、
鰯
漁
を
め
ぐ
り
奈
多
浦
と
の
争
い
の
場
と
な
っ
た

和
白
村
や
唐
原
村
沿
海
に
お
け
る
箱
崎
浦
の
用
益
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
箱
崎
浦
の
権
利
に
つ
い
て
は
「
博

多
・
福
岡
・
姪
浜
浦
々
之
者
共
能
存
候
」
と
、
内
海
漁
場
を
有
す
る
浦
々
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。



─ 110 ─

漁
場
争
論
か
ら
み
る
近
世
・
明
治
前
期
の
博
多
湾
内
海
漁
業

こ
の
口
上
書
の
ね
ら
い
は
、「
奈
多
浦
は
網
代
外
海
ニ
御
座
候
へ
ハ
、
内
海
ニ
て
網
引
申
事
前
か
と
ハ
無
御
座
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、

外
海
に
漁
場
を
有
す
る
奈
多
浦
は
以
前
は
内
海
で
網
漁
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、「
前
々
の
こ
と
く
内
海
ニ
て
奈
多
浦

之
者
共
網
引
不
申
候
様
」
と
、
奈
多
浦
の
内
海
漁
業
（
網
漁
）
禁
止
を
願
い
出
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
な
お
、
明
暦
か
ら
寛
文
期
は
、
福

岡
藩
領
の
浦
々
の
漁
場
で
境
界
や
入
会
の
権
利
を
め
ぐ
る
争
論
が
頻
発
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
時
期
に
福
岡
藩
の
浦
々
で

は
近
世
的
な
漁
場
の
権
利
関
係
が
確
立
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。

近
世
前
期
に
お
け
る
奈
多
浦
と
箱
崎
浦
の
内
海
鰯
漁
を
め
ぐ
る
争
論
が
ど
の
よ
う
に
決
着
し
た
か
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、

こ
の
争
論
か
ら
七
一
年
後
の
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
三
月
に
福
岡
藩
家
老
連
署
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
仰
渡
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
第

一
条
に
「
内
海
大
嶽
・
境
戸
崎
よ
り
内
、
前
格
之
通
入
相
ニ
漁
可
仕
候
事
」
と
あ
り
、
内
海
漁
場
に
つ
い
て
は
先
例
通
り
福
岡
、
博
多
、

箱
崎
、
姪
浜
、
奈
多
の
五
浦
の
入
会
で
あ
る
こ
と
が
、
領
主
権
力
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仰
渡
は
福
岡
、
博
多
、
箱
崎
、

姪
浜
、
奈
多
の
五
浦
宛
と
な
っ
て
お
り
、
福
岡
・
博
多
・
箱
崎
・
姪
浜
と
と
も
に
宛
処
に
明
記
さ
れ
た
奈
多
浦
に
つ
い
て
も
、
こ
の
と

き
内
海
漁
業
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幕
府
の
境
論
裁
定
規
定
が
成
文
化
さ
れ
る
元
文
期
に
、
福
岡
藩
に
お
い
て
博
多
湾

の
内
海
漁
場
の
入
会
に
つ
い
て
領
主
権
力
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
）
（1
（

。

元
文
五
年
仰
渡
の
翌
々
年
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
三
月
に
奈
多
浦
が
御
浦
方
役
所
へ
提
出
し
た
証
文
で
は
、
内
海
で
は
鰯
と
た

こ
貝
）
（1
（

以
外
の
漁
を
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
奈
多
浦
の
内
海
漁
業
と
は
、
鰯
漁
と
た
こ
漁
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
）
（1
（

。

こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
前
半
に
は
内
海
漁
場
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
こ
と
が
新
た
な
争
論

の
契
機
と
な
っ
た
。
次
の
史
料
は
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
正
月
に
箱
崎
浦
か
ら
浦
奉
行
へ
出
さ
れ
た
口
上
書
の
一
節
で
あ
る
）
（1
（

。

（
前
略
）
去
ル
未
ノ
正
月
廿
三
日
、
な
た
浦
よ
り
せ
い
こ
漁
致
候
ニ
付
、
早
束
当
浦
之
者
共
参
候
て
、
何
分
之
儀
ニ
て
内
海
漁
致
候

哉
、
取
上
ケ
魚
不
残
相
渡
候
様
申
候
処
、
な
た
浦
彦
八
よ
り
当
浦
頭
取
七
右
衛
門
え
申
候
ハ
、
尤
之
儀
ニ
御
座
候
へ
共
、
余
り
か
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ち
大
ク
い
わ
し
と
存
参
候
処
せ
い
こ
ニ
て
有
之
候
、
已
後
ハ
鰯
之
外
何
漁
ニ
て
も
致
さ
せ
不
申
候
間
、
此
節
ハ
上
揚
候
儀
故
、
幸

貴
様
被
参
候
ニ
付
、
少
ニ
て
も
せ
い
こ
く
れ
候
様
、
彦
八
段
々
■
（
道
カ
）ヲ
分
ケ
被
申
候
ニ
付
、
七
右
衛
門
よ
り
相
談
ニ
加
り
、
已
後
決

て
漁
事
不
致
候
様
申
談
、
取
上
候
せ
い
こ
高
之
内
半
分
程
彦
八
方
へ
遣
シ
、
相
残
分
当
浦
へ
請
取
来
り
候
、
然
所
又
々
当
月
十
五

日
、
内
海
ニ
て
な
た
浦
之
者
せ
い
こ
漁
致
（
後
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
安
永
四
年
正
月
と
安
永
六
年
正
月
、
奈
多
浦
の
者
が
せ
い
ご
漁
を
行
っ
て
い
る
。
内
海
に
お
け
る
奈
多
浦
の
者
に

よ
る
せ
い
ご
漁
は
、
鰯
漁
と
た
こ
貝
漁
以
外
の
漁
を
し
な
い
と
い
う
寛
保
二
年
の
奈
多
浦
の
証
文
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
奈
多
浦
の
言
い
分
は
、
鰯
の
大
群
だ
と
思
っ
て
捕
獲
し
た
と
こ
ろ
、
鰯
で
は
な
く
せ
い
ご
（
鱸
の
幼
魚
）

で
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
箱
崎
浦
が
と
っ
た
対
応
は
、
安
永
四
年
正
月
の
場
合
、
奈
多
浦
が
捕
獲
し
た
せ
い
ご
を
両
浦
で
折
半
し
た
て
い
る
が
、

安
永
六
年
正
月
の
場
合
で
は
、「
せ
い
ご
代
銭
」
を
箱
崎
浦
へ
渡
す
こ
と
を
奈
多
浦
へ
要
求
し
て
い
る
。
内
海
漁
場
で
鰯
以
外
の
魚
を
奈

多
浦
が
捕
獲
し
た
際
に
箱
崎
浦
が
「
魚
代
銭
」
を
要
求
す
る
正
当
性
に
つ
い
て
、
こ
の
史
料
か
ら
そ
の
論
拠
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し

い
が
、
こ
こ
で
は
、
内
海
に
お
け
る
奈
多
浦
の
鰯
漁
以
外
の
漁
業
が
、
箱
崎
浦
に
と
っ
て
「
当
浦
渡
世
ニ
相
障
」
る
も
の
で
あ
っ
た
と

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
は
、「
当
春
奈
多
浦
漁
人
、
向
浜
ニ
て
鰍
漁
仕
候
」
と
、
奈
多
浦
の
者
に
よ
る
、
鰍
漁
（
鰤
の
若

魚
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
向
浜
は
志
賀
島
村
の
枝
郷
で
あ
り
）
（1
（

、
箱
崎
浦
か
ら
は
内
海
を
隔
て
た
海
の
向
こ
う
に
位
置
し
て
い
る
が
（
図

１
参
照
）、「
居
浦
下
ハ
遠
干
ニ
て
諸
漁
無
御
座
、
向
浜
を
第
一
重
之
漁
場
ニ
仕
、
仮
成
ニ
渡
世
取
続
来
居
申
」
と
あ
る
よ
う
に
、
眼
前

が
遠
浅
の
海
で
あ
る
箱
崎
浦
に
と
っ
て
、
向
浜
は
最
も
重
要
な
漁
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
奈
多
浦
よ
り
已
来
内
海
ニ
て
右
漁
ニ

仕
候
様
御
座
候
て
ハ
、
同
所
ハ
向
浜
催
寄
方
角
之
事
故
、
至
て
漁
場
之
自
由
宜
敷
、
其
上
大
浦
之
義
ニ
て
漁
人
も
大
勢
、
漁
道
具
等
も

多
ク
御
座
候
間
、
内
海
ニ
廻
込
候
鰍
・
鮬
同
浦
よ
り
一
同
ニ
取
上
候
て
ハ
（
中
略
）
当
浦
年
分
之
漁
事
自
然
と
薄
ク
相
成
候
て
ハ
、
追
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年
次
第
ニ
衰
微
仕
、
先
々
渡
世
取
続
難
渋
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
後
、
奈
多
浦
の
者
が
多
人
数
で
十
分
な
漁
具
を
用
い
て
、

最
寄
り
の
向
浜
に
お
い
て
自
在
に
鰍
漁
を
行
う
と
な
る
と
、
内
海
漁
場
に
回
遊
し
て
き
た
鰍
や
鮬
は
一
網
打
尽
と
な
り
、
箱
崎
浦
の
漁

業
が
衰
退
し
て
い
く
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
先
例
之
通
鰯
・
た
こ
貝
之
外
奈
多
浦
よ
り
於
内
海
ニ
漁
事
不
仕
様
」
と
、

奈
多
浦
の
内
海
漁
業
は
鰯
漁
と
蛸
貝
漁
以
外
認
め
な
い
よ
う
歎
願
し
て
い
る
）
（1
（

。

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
も
、
奈
多
浦
の
内
海
漁
業
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
同
年
三
月
、
箱
崎
浦
の
地
曳
網
持
中
は
、
奈
多
浦

の
さ
よ
り
縄
漁
）
（1
（

禁
止
を
願
う
口
上
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
口
上
書
に
よ
れ
ば
、「
奈
多
浦
よ
り
右
漁
事
（
さ
よ
り
縄
漁
…
引
用
者
注
）
仕

候
ニ
付
（
中
略
）
去
春
御
浦
御
役
所
よ
り
同
浦
漁
事
御
差
留
被
仰
付
置
候
段
ハ
奉
承
知
候
処
、
当
春
ニ
至
又
々
出
漁
仕
」
と
あ
る
よ
う

に
、
奈
多
浦
の
者
が
、
一
度
差
し
止
め
ら
れ
た
さ
よ
り
網
漁
を
再
び
内
海
漁
場
に
お
い
て
行
っ
て
い
た
状
況
が
判
明
す
る
。
さ
よ
り
縄

漁
は
「
両
三
年
新
規
差
発
り
候
」
新
し
い
漁
業
で
あ
っ
た
が
、「
近
年
さ
よ
り
縄
漁
流
行
ニ
付
、
地
曳
網
漁
ニ
相
障
、
渡
世
必
至
と
相
立

不
申
」
と
、
奈
多
浦
の
さ
よ
り
縄
漁
に
よ
っ
て
、
箱
崎
浦
の
地
曳
網
漁
が
支
障
を
来
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
歎
願
を
う
け
た
両
糟
屋
宗
像
御
郡
御
役
所
で
は
、「
寛
保
年
中
、
鰯
・
た
こ
貝
漁
之
外
致
不
申
段
、
奈
多
浦
よ
り
申
出
」
の
先
例

を
ふ
ま
え
、「
以
後
鰯
・
た
こ
貝
漁
之
外
は
猥
ニ
致
間
敷
旨
」
こ
と
を
奈
多
浦
へ
通
達
し
た
。

（
３
）
箱
崎
浦
と
姪
浜
浦

内
海
漁
業
を
め
ぐ
っ
て
は
、
箱
崎
浦
と
姪
浜
浦
と
の
間
で
も
漁
場
の
入
会
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
史
料
は
寛
政
一
〇
年
（
一

七
九
八
）
六
月
に
浦
奉
行
が
姪
浜
、
博
多
、
箱
崎
へ
宛
て
た
仰
渡
で
あ
る
）
11
（

。
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

姪
ノ
浜

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
多

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箱
崎
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内
海
漁
場
之
儀
ニ
付
、
博
多
・
姪
浜
及
争
論
候
、
元
文
五
年
申
三
月
、
御
家
老
中
よ
り
御
渡
被
置
候
御
証
文
ニ
、
大
嶽
・
境
戸

崎
よ
り
内
、
前
格
之
通
入
相
ニ
漁
可
致
と
御
文
段
有
之
候
、
其
趣
は
他
之
抱
ニ
て
漁
致
来
候
条
、
違
乱
無
之
た
め
右
御
証
文
相

渡
被
置
た
る
事
ニ
候
条
、
猶
又
此
節
古
来
よ
り
入
相
ニ
致
来
候
漁
場
之
儀
、
重
畳
遂
詮
議
候
様
、
博
多
浦
人
ハ
居
所
替
り
候
迄

ニ
て
、
箱
崎
同
様
之
漁
場
ニ
候
得
ハ
、
博
多
漁
人
共
得
勝
手
を
申
立
及
争
論
ニ
候
段
不
埒
之
至
ニ
候
、
此
已
後
愛
宕
山
下
よ
り

西
ノ
方
え
、
其
博
多
・
箱
崎
之
漁
人
地
引
漁
ニ
罷
越
間
敷
候

 

致
来
候
漁
場
之
義
ハ
左
之
通
ニ
候
、
尤
沖
之
漁
は
何
方
迄
も
入
相
ニ
候
事

一 

北
は
境
戸
崎
よ
り
内
東
ノ
方
、
南
は
室
見
川
よ
り
東
之
方
、
箱
崎
・
博
多
入
相
ニ
漁
可
致
候
事

一 

境
戸
崎
よ
り
西
小
嶽
下
迄
、
姪
ノ
浜
・
博
多
・
箱
崎
入
相
ニ
漁
可
致
候
事

一 

室
見
川
東
よ
り
荒
戸
御
山
下
迄
は
、
姪
ノ
浜
・
箱
崎
入
相
漁
可
致
候
事

 

右
之
趣
数
馬
・
隼
人
殿
え
相
伺
、
依
御
下
知
相
達
候
条
、
後
年
違
乱
仕
間
鋪
者
也

 

　

寛
政
十
年
午
六
月

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
田
清
十
郎

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
野
忠
右
衛
門

本
文
の
冒
頭
部
分
か
ら
、
内
海
漁
場
を
め
ぐ
っ
て
博
多
の
漁
業
従
事
者
が
姪
浜
浦
と
の
間
で
争
論
を
起
こ
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
が
、
傍
線
部
①
に
よ
れ
ば
、
箱
崎
と
同
じ
漁
場
を
持
つ
博
多
の
漁
業
従
事
者
が
、
我
が
儘
を
主
張
し
て
姪
浜
浦
と
の
間
で
争
論
に

及
ぶ
こ
と
は
不
届
き
な
こ
と
で
あ
り
、
以
後
は
愛
宕
山
の
下
か
ら
西
側
に
お
い
て
博
多
お
よ
び
箱
崎
浦
の
者
が
地
引
網
漁
を
す
る
こ
と

が
禁
止
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
傍
線
部
②
で
は
、
北
は
境
戸
崎
よ
り
東
側
、
南
は
室
見
川
の
東
側
に
つ
い
て
の
沿
海
は
箱
崎
と
博
多
の
入

会
漁
場
と
し
て
、
同
③
で
は
、
境
戸
崎
よ
り
西
側
、
小
嶽
ま
で
の
沿
海
は
姪
浜
と
博
多
・
箱
崎
の
入
会
漁
場
、
同
④
で
は
、
室
見
川
か

ら
東
側
、
荒
戸
山
ま
で
に
か
け
て
の
沿
海
は
姪
浜
と
箱
崎
の
入
会
漁
場
と
定
め
ら
れ
、
同
⑤
で
は
、
内
海
漁
場
の
沖
合
は
漁
業
従
事
者

①

⑤

②③④
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の
誰
も
が
操
業
で
き
る
入
会
漁
場
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
図
１
参
照
）。

と
こ
ろ
が
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
は
、「
近
年
箱
崎
浦
漁
人
共
、
姪
浜
地
方
近
く
竪
網
致
漁
業
候
歟
ニ
て
、
姪
浜
地
引
網
漁
事
ニ

相
障
、
姪
浜
浦
漁
人
共
致
難
渋
趣
ニ
付
」
と
あ
る
よ
う
に
、
姪
浜
浦
の
沿
岸
近
く
に
お
い
て
箱
崎
浦
の
者
が
竪
網
漁
を
行
い
、
そ
の
結

果
、
姪
浜
浦
の
地
引
網
）
1（
（

に
支
障
を
来
し
、
人
々
が
難
儀
し
て
い
る
。

同
年
七
月
の
浦
奉
行
よ
り
箱
崎
・
姪
浜
両
浦
へ
の
通
達
で
は
、
箱
崎
浦
の
者
が
竪
網
漁
を
行
っ
た
漁
場
は
、「
箱
崎
漁
人
共
よ
り
は
他

浦
網
代
之
義
」
す
な
わ
ち
姪
浜
浦
の
網
代
で
あ
る
た
め
、「
同
所
地
引
網
掛
り
之
海
上
は
竪
網
漁
業
致
遠
慮
」
と
、
建
網
漁
を
差
し
控
え

る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
地
引
網
外
よ
り
沖
手
ハ
御
証
文
通
、
浦
々
入
合
無
差
支
漁
事
可
致
候
（
中
略
）
堺
之
儀
は
先
年
被
相

渡
候
御
証
文
通
聊
違
乱
無
之
様
堅
相
守
可
申
事
」
と
あ
っ
て
、
沖
合
が
浦
々
の
入
会
漁
場
で
あ
る
こ
と
と
、
沿
海
の
入
会
漁
場
の
境
界

に
つ
い
て
は
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
六
月
の
仰
渡
が
先
例
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
11
（

。

以
上
、
二
節
に
わ
た
っ
て
箱
崎
浦
と
奈
多
浦
、
箱
崎
浦
と
姪
浜
浦
と
の
内
海
漁
業
を
め
ぐ
る
漁
場
争
論
の
過
程
と
、
そ
の
結
果
確
認

さ
れ
た
内
海
漁
場
の
秩
序
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
何
れ
も
漁
業
を
生
業
と
す
る
浦
と
浦
と
の
争
論
で
あ
っ
た
が
、
博
多
湾
の
内
海
漁
場

で
は
、「
遊
漁
」
の
問
題
も
起
こ
っ
て
い
た
。

そ
の
一
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
博
多
柳
町
の
町
人
蔦
屋
惣
右
衛
門
は
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
九
月
二
七
日
に
、
箱
崎
浦
の
網
代
に

お
い
て
竪
網
漁
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
が
浦
方
に
見
つ
か
り
竪
網
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
一
件
に
際
し
て
、
柳
町
年
寄
藤

治
が
箱
崎
浦
庄
屋
定
六
へ
渡
し
た
詫
状
に
よ
る
と
、「
惣
左
衛
門
方
詮
儀
仕
候
処
、
船
遊
ニ
参
候
間
、
立
網
致
持
参
、
漁
事
仕
候
」
と

あ
っ
て
、
船
遊
び
に
出
か
け
た
惣
左
衛
門
が
、
網
を
持
参
し
て
漁
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
）
11
（

。
こ
の
件
は
柳
町
の
年
寄
役
が
箱
崎
浦
庄

屋
へ
詫
状
を
出
す
こ
と
で
決
着
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
浦
人
が
「
漁
事
」
を
行
う
網
代
で
の
「
遊
漁
」
は
規

制
の
対
象
で
あ
っ
た
。
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（
４
）
伊
崎
浦
と
遊
漁

近
世
博
多
湾
内
の
内
海
漁
場
で
は
、
姪
浜
、
福
岡
、
博
多
、
箱
崎
、
奈
多
の
各
浦
々
が
慣
行
的
に
入
会
漁
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
で

は
し
ば
し
ば
漁
場
争
論
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
入
会
網
漁
が
さ
か
ん
な
博
多
湾
内
の
浦
々
の
な
か
に
あ
っ
て
、

こ
れ
か
ら
見
て
い
く
伊
崎
浦
は
、
二
代
藩
主
黒
田
忠
之
の
代
に
下
関
伊
崎
浦
の
漁
師
が
定
住
し
た
新
し
い
浦
で
あ
り
）
11
（

、
当
初
は
網
漁
の

漁
場
を
持
た
な
い
釣
漁
の
み
が
認
め
ら
れ
た
浦
で
あ
っ
た
）
11
（

。

伊
崎
浦
で
は
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
三
月
に
源
右
衛
門
な
る
人
物
が
、
以
前
に
一
族
の
千
太
が
発
起
し
た
が
頓
挫
し
た
地
引

網
を
再
興
し
た
い
と
願
い
出
た
）
11
（

。
こ
の
願
い
出
を
め
ぐ
っ
て
は
、
隣
接
す
る
姪
浜
浦
よ
り
、「
此
度
源
右
衛
門
、
小
網
ヲ
以
波
戸
鼻
よ
り

後
浜
迄
入
合
漁
仕
候
テ
モ
、
網
代
場
手
狭
ニ
相
成
、
当
浦
漁
業
指
支
大
勢
之
漁
人
甚
難
渋
仕
候
得
共
、
千
太
網
再
興
之
儀
ニ
付
、
兎
哉

角
可
申
様
無
御
座
候
、
前
段
之
通
波
戸
鼻
よ
り
後
浜
迄
入
合
之
外
、
古
来
よ
り
御
宜
被
為
仰
付
置
候
当
浦
之
網
代
場
へ
入
込
不
申
候
様
」

と
、
姪
浜
浦
と
し
て
は
網
代
が
手
狭
と
な
り
漁
業
が
差
し
支
え
る
懸
念
を
示
し
て
い
る
が
、
結
局
、
波
戸
鼻
か
ら
後
浜
ま
で
の
入
会
を

認
め
て
い
る
。
網
代
を
め
ぐ
る
隣
接
の
姪
浜
浦
と
の
調
整
を
へ
た
う
え
で
、
翌
四
月
に
伊
崎
浦
源
右
衛
門
に
よ
る
地
引
網
の
再
興
は
聞

き
届
け
ら
れ
た
。

源
右
衛
門
に
よ
る
地
引
網
の
網
代
に
つ
い
て
は
、「
内
海
入
合
之
網
代
ハ
元
文
年
中
御
証
文
相
渡
居
申
、
尚
又
寛
文（
政
）十

年
博
多
・
姪
浜

及
争
論
候
節
相
伺
致
才
判
有
之
通
、
北
ハ
大
岳
・
境
戸
崎
迄
、
南
ハ
室
見
川
東
よ
り
荒
戸
御
山
下
迄
ニ
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
文
五

年
と
寛
政
一
〇
年
の
内
海
入
会
漁
場
を
定
め
た
証
文
に
拠
っ
て
極
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
事
例
か
ら
は
、
少
な
く

と
も
天
保
期
に
、
伊
崎
浦
に
お
い
て
、
釣
漁
の
ほ
か
地
引
網
漁
が
許
可
さ
れ
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
伊
崎
浦
で
は
、
釣
漁
だ
け
で
な
く
網
漁
に
つ
い
て
も
許
可
を
得
た
上
で
行
わ
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
が
、
天
保
期
に
は
、

藩
士
に
よ
る
漁
業
が
新
た
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
城
下
町
福
岡
に
接
す
る
博
多
湾
内
海
漁
場
で
は
、
特
に
伊
崎
浦
に
お
い
て
藩
士
に

よ
る
遊
漁
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
が
浦
々
の
漁
業
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
、
表
紙
に
「
天
保
十
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四
年
卯
六
月　

遊
漁
御
達
書
控
」
と
あ
り
、
内
海
漁
場
の
遊
漁
に
関
す
る
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
た
め
、
長
文
を
厭
わ
ず
引
用
し
て
み

よ
う
）
11
（

。
Ａ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
目
付
え

 
 
 

御
家
中
ヲ
初
遊
漁
船
之
内
長
縄
・
立
網
漁
事
い
た
し
候
輩
近
年
頻
ニ
相
増
、
数
多
之
漁
船
致
沖
出
、
玄
海
・
唐
泊
・
西
浦
・
野

北
、
右
浦
々
抱
海
え
長
縄
等
は
へ
込
、
漁
場
を
争
ひ
毎
度
か
さ
つ
不
法
之
儀
も
有
之
、
漁
人
共
及
難
渋
候
段
相
達
候
、
運
上
銀

相
納
漁
事
致
候
儀
は
、
宝
暦
年
ニ
も
相
達
候
通
、
渡
世
同
然
ニ
い
た
し
候
義
は
有
之
間
敷
儀
ニ
候
、
依
之
以
来
御
家
中
を
初
、

末
々
共
ニ
右
体
遊
漁
致
候
節
、
浦
々
漁
事
之
妨
ニ
不
相
成
様
重
畳
可
相
心
得
候
、
就
中
士
官
之
輩
え
は
大
沖
ニ
乗
出
候
儀
は
心

得
も
可
有
之
事
ニ
候
、
若
又
此
已
後
漁
場
等
相
争
ひ
か
さ
つ
不
法
之
次
第
も
於
有
之
は
其
名
元
浦
人
共
よ
り
承
届
、
浦
方
役
所

え
申
出
筈
ニ
候
、
其
心
得
可
有
之
事

 
 

　
　
　

丑（
天
保
一
二
）

五
月

Ｂ 
 

右
之
通
去
々
丑
年
被
相
達
置
候
処
、
近
年
又
々
沖
出
多
相
成
、
且
内
海
ニ
て
も
諸
漁
ニ
相
障
候
業
い
た
し
候
向
も
有
之
哉
ニ
相

聞
、
其
上
功
者
之
旅
漁
人
を
遊
漁
之
面
々
高
給
を
以
雇
入
、
彼
是
漁
人
共
別
て
及
難
渋
候
段
相
達
候
、
近
来
心
得
方
被
相
達
置

候
処
、
間
も
な
く
猥
り
ニ
相
成
候
段
は
不
行
届
次
第
ニ
候
、
依
之
猶
又
此
れ
度
及
再
達
候
条
、
已
後
厳
重
相
守
、
浦
々
漁
事
之

妨
ニ
不
相
成
様
重
畳
可
相
心
得
候
、
尤
遊
漁
人
之
面
々
、
巧
者
之
旅
漁
人
を
雇
入
候
義
不
可
然
儀
ニ
付
、
已
来
急
度
被
差
留
候
、

其
心
得
可
仕
候
事

 
 

　
　

右
之
趣
可
被
相
達
候

 
 

右
御
書
付
相
渡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浦
方
請
持
よ
り

Ｃ 
 

御
家
中
を
初
遊
漁
船
近
年
頻
ニ
相
増
候
由
、
右
ハ
伊
崎
浦
え
致
運
上
候
儀
ニ
付
、
内
海
限
之
作
法
□
候
処
、
外
海
ニ
も
乗
出
、

立
網
・
長
縄
は
へ
込
漁
場
ヲ
争
ひ
、
毎
度
か
さ
つ
不
法
之
儀
有
之
、
浦
々
漁
人
共
難
相
立
段
追
々
相
願
候
ニ
付
、
先
役
よ
り 
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相
伺
置
候
処
、
右
伺
之
趣
は
御
許
容
不
被
仰
付
、
然
ル
処
御
詮
儀
之
上
別
紙
之
通
、
遊
漁
之
面
々
心
得
方
御
再
達
ニ
相
成
候
条
、

其
旨
相
心
得
以
後
自
然
右
御
達
ニ
相
背
、
浦
々
漁
業
之
妨
ニ
相
成
向
等
有
之
候
ハ
ヽ
、
相
対
不
及
争
論
ニ
名
元
承
り
置
可
申
出

候
、
此
旨
相
心
得
候
様
重
畳
可
致
才
判
候
事

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

魚
住
三
郎
八

 
 

　
　

六
月
三
日

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
町
浦
大
庄
屋

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
橋
与
次
兵
え

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
宮
浦
大
庄
屋

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
四
郎
え

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
崎

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箱
崎

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

姪
浜

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玄
界

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

唐
泊

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
浦

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
北

 
 

右
七
ケ
浦
え
可
被
相
達
置
候

便
宜
的
に
Ａ
～
Ｃ
の
記
号
を
付
し
た
。
ま
ず
天
保
一
二
年
五
月
に
大
目
付
へ
宛
て
ら
れ
た
Ａ
の
文
書
（
写
）
に
つ
て
い
見
て
い
こ
う
。

こ
こ
で
は
、
近
年
、
長
縄
漁
や
立
網
漁
を
行
う
藩
士
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
に
外
海
の
玄
界
、
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唐
泊
、
西
浦
、
野
北
各
浦
々
の
長
縄
漁
の
漁
場
で
無
礼
無
法
な
行
為
が
見
ら
れ
、
漁
師
が
難
渋
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
重
く
見
た
藩

当
局
は
、
今
後
、
藩
士
は
遊
漁
の
際
に
浦
々
の
漁
業
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
。
傍
線
部
で
は
、
伊
崎
浦
へ
運
上
銀

を
納
め
て
行
う
漁
は
、「
渡
世
同
前
」、
つ
ま
り
生
業
同
様
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
生

業
同
前
の
漁
を
行
う
藩
士
が
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
の
証
左
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

宝
暦
期
の
達
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、「
遊
漁
之
儀
ハ
勝
手
次
第
ニ
候
、
此
以
後
渡
世
向
ニ
い
た
し
候
儀
ハ
急
度
相
止
可
申
）
11
（

」
と

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
遊
漁
は
思
う
ま
ま
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
今
後
は
漁
を
生
業
と
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
藩
士
の
遊

漁
が
、
浦
々
の
漁
師
の
生
業
を
脅
か
す
こ
と
が
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
世
後
期
の
博
多
湾
内
海
漁
場
で
は
、
浦
々
の
漁
師
の
生
業
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
、
藩
士
の
遊
漁
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
様
子

が
う
か
が
え
る
。

Ｂ
は
、
先
に
見
た
Ａ
の
達
の
二
年
後
に
あ
た
る
天
保
一
四
年
に
出
さ
れ
た
、
藩
士
の
内
海
外
海
の
漁
に
関
す
る
達
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
傍
線
部
に
「
功
者
之
旅
漁
人
を
遊
漁
之
面
々
高
給
を
以
雇
入
」
と
あ
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
つ
ま
り
、
遊
漁
の
た
め
伊
崎
浦
に
運
上

銀
を
納
め
た
者
が
、
領
外
の
熟
練
し
た
漁
師
を
高
い
給
与
で
雇
い
入
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然
、
遊
漁
の
者
が
領
外
の
熟
練

漁
師
を
雇
い
入
れ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
。

Ｃ
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
伊
崎
浦
へ
運
上
を
納
め
る
遊
漁
は
、
内
海
漁
場
に
限
っ
た
も
の
で
あ
り
、
海
外
の
浦
々
の
網

代
に
お
い
て
、
立
網
を
立
て
た
り
長
縄
を
流
す
こ
と
は
無
礼
無
法
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
後
こ
れ

に
違
反
し
て
浦
々
の
漁
業
の
邪
魔
を
す
る
者
が
い
た
場
合
は
、
当
事
者
同
士
で
言
い
争
わ
ず
に
相
手
の
名
前
を
申
し
出
る
よ
う
、
内
海

と
外
海
の
七
ケ
浦
へ
通
達
が
な
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
博
多
湾
の
内
海
漁
場
に
お
け
る
、
藩
士
の
遊
漁
問
題
を
み
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
藩
士
が
遊
漁
を
行
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
実
例
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
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大
田
良
八
方
ヨ
リ
網
之
儀
御
城
代
頭
え
引
合
ニ
相
成
居
申
候
、
い
ま
た
否
不
相
聞
候
、
然
ル
ニ
諸
士
遊
漁
ニ
長
縄
・
建
網
・
釣
漁

共
ニ
役
所
ヨ
リ
免
札
相
渡
り
居
申
候
得
共
、
是
ハ
伊
崎
浦
よ
り
先
年
依
頼
、
遊
漁
之
面
々
よ
り
運
上
銭
、
同
浦
へ
受
取
義
ニ
相
成
、

同
浦
ノ
漁
場
而
巳
ニ
免
し
ニ
相
成
居
申
候
、
右
之
免
札
ニ
テ
他
浦
ノ
漁
場
ニ
テ
遊
漁
ハ
不
相
成
事
ニ
候
、
殊
ニ
太
田
氏
ハ
右
之
免

札
も
受
居
不
申
候
ヘ
ハ
、
旁
漁
ハ
不
相
成
候
、
此
節
同
人
よ
り
伊
崎
へ
免
札
之
儀
相
談
有
之
旨
ニ
候
得
共
、
役
所
ヨ
リ
ハ
安
く
ハ

渡
申
間
敷
候
、
た
と
ひ
免
札
渡
候
共
箱
崎
漁
場
ニ
テ
ハ
堅
ク
不
相
成
候
条
、（
中
略
）
同
人
ニ
不
限
遊
漁
之
面
々
同
浦
（
箱
崎
浦
…

引
用
者
注
）
ニ
テ
漁
有
之
ハ
差
留
可
申
、
尤
釣
漁
・
投
網
等
ハ
別
儀
之
事
ニ
候
（
後
略
）

こ
の
史
料
は
浦
役
所
か
ら
新
宮
浦
大
庄
屋
と
箱
崎
浦
庄
屋
へ
宛
て
て
出
さ
れ
た
文
書
を
明
治
期
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
）
11
（

。
年
未
詳
で

あ
る
が
宛
先
の
大
庄
屋
名
か
ら
判
断
し
て
天
保
期
と
思
わ
れ
る
。

冒
頭
の
大
田
良
八
は
『
天
保
分
限
帳
』
に
よ
れ
ば
城
代
組
に
属
し
、
七
石
三
人
扶
持
を
給
さ
れ
て
い
た
小
録
の
藩
士
で
あ
る
。
大
田

は
こ
の
と
き
、
未
だ
遊
漁
の
免
許
は
得
て
い
な
い
。

こ
の
文
書
か
ら
は
、
藩
士
の
遊
漁
免
許
の
手
続
き
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
藩
士
が
遊
漁
す
る
場
合
、
遊
漁
者
が
伊
崎
浦

へ
運
上
銭
を
納
め
、
浦
役
所
か
ら
免
札
が
交
付
さ
れ
る
。
許
可
さ
れ
る
遊
漁
の
種
類
に
は
釣
漁
の
ほ
か
、
長
縄
や
建
網
が
あ
っ
た
。
遊

漁
の
区
域
は
伊
崎
浦
の
漁
場
に
限
り
、
他
の
浦
々
の
漁
場
で
の
遊
漁
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
伊
崎
浦
の
漁
場
と
は
、
前
出
の
源
右
衛
門

に
よ
る
地
引
網
再
興
の
際
に
明
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
元
文
五
年
と
寛
政
一
〇
年
の
内
海
入
会
漁
場
を
定
め
た
証
文
に
拠
っ
た
漁
場
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
船
手
の
遊
漁
に
つ
い
て
も
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
浦
方
の
諸
事
を
ま
と
め
た
『
浦
役
所
定
・
同
奉
行
法
則
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
一
〇
月
八
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、「
船
方
ニ
て
遊
漁
い
た
し
候
者
、
釣
漁
ハ
運
上
銀
上
納
ニ
不
及
、
且

又
船
手
頭
ハ
父
子
共
ニ
運
上
銀
相
納
候
様
御
建
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
船
手
頭
父
子
を
除
く
船
手
に
所
属
す
る
藩
士
に
つ
い
て

は
、
伊
崎
浦
へ
運
上
銀
を
納
め
る
こ
と
な
く
内
海
漁
場
で
釣
漁
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
）
11
（

。
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福
岡
藩
の
船
手
は
、
船
手
頭
が
支
配
し
、
中
船
頭
・
小
船
頭
・
無
礼
船
頭
・
御
櫓
・
梶
取
・
船
付
・
加
子
に
至
る
ま
で
、
人
数
は
八

〇
〇
人
ほ
ど
居
た
と
さ
れ
る
。
約
一
六
〇
艘
の
船
を
所
有
し
て
い
た
（
荒
戸
、
御
米
船
は
残
島
と
宮
浦
）
1（
（

）。
博
多
湾
内
の
内
海
漁
場
で

は
、
船
手
に
よ
る
釣
漁
も
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
箱
崎
浦
を
中
心
に
、
奈
多
浦
や
姪
浜
浦
と
の
漁
場
争
論
、
伊
崎
浦
の
遊
漁
問
題
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
近
世
博
多
湾
の

内
海
漁
場
で
は
明
暦
か
ら
寛
文
期
に
箱
崎
浦
と
奈
多
浦
と
の
間
で
鰯
を
め
ぐ
る
漁
場
争
論
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
福
岡
藩
領
の
浦
々
に
お

い
て
境
界
や
入
会
の
争
論
が
頻
発
し
て
、
そ
の
結
果
近
世
的
な
漁
場
の
権
利
関
係
が
確
立
し
た
と
み
ら
れ
る
事
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

博
多
湾
の
内
海
漁
場
を
福
岡
、
博
多
、
箱
崎
、
姪
浜
、
奈
多
の
五
ケ
浦
の
入
会
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）

の
家
老
中
の
仰
渡
は
、
こ
の
仰
渡
が
そ
れ
以
後
の
漁
場
争
論
を
裁
定
す
る
際
の
先
例
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
寛
保
二

年
（
一
七
四
二
）
の
証
文
と
と
も
に
、
博
多
湾
入
会
漁
場
の
確
立
の
画
期
と
言
え
る
。

箱
崎
浦
と
姪
浜
浦
と
の
漁
場
争
論
に
端
を
発
し
、
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
年
に
浦
奉
行
か
ら
姪
浜
、
博
多
、
箱
崎
へ
宛
て
ら
れ

た
仰
渡
は
、
姪
浜
浦
と
博
多
・
箱
崎
浦
と
の
入
会
が
確
認
さ
れ
た
点
で
第
二
の
画
期
と
言
え
る
。
博
多
湾
の
内
海
漁
場
で
は
、
元
文
期

と
寛
政
期
に
領
主
権
力
に
よ
る
浦
々
の
入
会
の
確
認
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
内
海
の
漁
場
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

藩
の
船
方
が
置
か
れ
た
荒
戸
に
近
い
伊
崎
浦
は
、
二
代
藩
主
黒
田
忠
之
の
代
に
下
関
伊
崎
浦
の
漁
師
が
定
住
し
た
新
し
い
浦
で
あ
り
、

当
初
は
網
漁
の
漁
場
を
持
た
な
い
釣
漁
の
み
が
認
め
ら
れ
た
浦
で
あ
っ
た
が
、
天
保
期
に
は
地
引
網
の
再
興
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
特

に
伊
崎
浦
で
は
藩
士
の
遊
漁
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
同
じ
天
保
期
に
は
長
縄
漁
や
立
網
漁
を
不
法
に
行
う
藩
士
が
現
れ
て
お
り
、
藩

士
の
遊
漁
が
浦
々
の
漁
師
の
生
業
を
脅
か
す
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
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二
、
明
治
前
期
の
漁
場
争
論

（
１
）
明
治
前
期
に
お
け
る
内
海
漁
場
の
画
定

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
か
ら
翌
九
年
に
か
け
て
明
治
政
府
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
海
面
借
区
制
は
、
漁
業
に
お
け
る
伝
統
的
な
漁
場

の
利
用
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
）
11
（

。

博
多
湾
の
内
海
漁
場
を
め
ぐ
っ
て
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
年
九
月
に
、
第
十
四
大
区
十
六
小
区
姪
浜
村
漁
代
惣
代
西
島
平
次

郎
ほ
か
二
名
が
、
大
三
大
区
一
小
区
箱
崎
村
漁
人
惣
代
藤
野
貞
次
ほ
か
二
名
と
の
間
で
約
定
を
交
わ
し
て
い
る
。
次
の
史
料
は
そ
の
本

文
で
あ
る
）
11
（

。

一 

当
浦
漁
場
東
ハ
室
見
川
限
、
西
ハ
長
ト
リ
山
、
今
津
・
姪
浜
境
限
、
右
地
方
都
テ
八
丁
除
之
外
、
沖
合
一
統
入
会
漁
定
場
取
結

せ
候
上
ハ
、
後
年
違
乱
無
之
漁
業
相
守
可
申
候
事

一 

残
島
村
岳
崎
よ
り
当
村
長
ト
リ
山
、
今
津
、
姪
浜
見
通
シ
ハ
、
毎
年
十
月
ヨ
リ
五
月
迄
、
建
網
遠
慮
可
有
之
候
事

一 

室
見
川
東
ヨ
リ
荒
戸
山
下
迄
、
姪
浜
、
博
多
、
箱
崎
入
会
漁
業
仕
候
事

一 

向
濱
境
戸
崎
ヨ
リ
西
ハ
小
岳
下
迄
ハ
姪
浜
、
博
多
、
箱
崎
、
志
賀
入
合
漁
業
仕
候
事

第
一
条
で
は
姪
浜
浦
の
漁
場
を
東
は
室
見
川
、
西
は
長
ト
リ
山
ま
で
の
沿
岸
か
ら
八
丁
（
約
八
七
〇
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
と
し
て
、
そ

の
沖
合
は
入
会
漁
場
と
す
る
こ
と
。
第
二
条
で
は
能
古
島
の
岳
崎
か
ら
姪
浜
村
長
ト
リ
山
・
今
津
・
姪
浜
が
見
通
せ
る
範
囲
は
一
〇
月

か
ら
翌
年
五
月
ま
で
建
網
漁
は
控
え
る
こ
と
。
第
三
条
で
は
室
見
川
よ
り
東
側
は
荒
戸
山
の
下
辺
り
ま
で
は
、
姪
浜
・
博
多
・
箱
崎
の

入
会
と
す
る
。
第
四
条
で
は
、
境
戸
崎
か
ら
西
側
は
小
岳
の
下
迄
ま
で
、
姪
浜
・
博
多
・
箱
崎
・
志
賀
島
の
入
会
と
す
る
こ
と
が
約
束

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
約
定
の
第
四
条
を
う
け
て
、
翌
明
治
一
〇
年
五
月
に
は
、
姪
浜
村
、
志
賀
島
村
、
箱
崎
村
、
博
多
津
が
、
海
面
面
積
お
よ
そ
一
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五
六
反
の
漁
場
拝
借
願
を
福
岡
県
に

提
出
し
、「
入
合
漁
営
業
」
の
た
め
納

税
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
）
11
（

。

内
海
漁
場
の
拝
借
願
に
あ
た
っ
て

は
「
漁
事
接
近
之
浦
々
従
来
之
区
域

ニ
拠
リ
互
ニ
熟
儀
仕
」
と
あ
る
よ
う

に
、
博
多
湾
内
海
の
隣
接
す
る
浦
々

と
の
間
で
協
議
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
協
議
の
な
か
で
伊
崎
浦
は
、「
現

今
網
漁
ハ
不
仕
、
総
テ
釣
漁
計
営
業

之
処
、
此
度
御
改
正
ニ
付
テ
ハ
後
来

網
漁
致
度
趣
」
と
、
現
在
行
わ
れ
て

い
る
釣
漁
だ
け
で
な
く
、
将
来
的
に

は
伊
崎
浦
に
お
い
て
網
漁
を
行
い
た

い
と
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
請
願
を

う
け
た
箱
崎
浦
漁
人
惣
代
と
姪
浜
漁

人
惣
代
は
、
伊
崎
浦
と
交
渉
を
す
す

め
た
が
、
地
引
網
一
張
だ
け
を
許
可

す
る
と
い
う
箱
崎
・
姪
浜
の
提
案

表３ 明治前期における博多湾内海漁場をめぐる請願
No. 時　期 表 　題 主 　体 典 　拠

１ 明治９年（1876）
９月 約定書写 姪浜村、箱崎村 九大山崎文書7-13

２ 明治10年（1877）
５月 漁場拝借願 姪浜村 九大山崎文書7-1

３ 明治10年（1877）
９月30日 海面区画之義ニ付歎願 箱崎浦・姪浜浦、伊崎浦 九大山崎文書7-36

４ 明治11年（1878）
４月 海面拝借願ニ付約定書 伊崎浦 九大山崎文書7-18

５ 明治12年（1879）
２月18日 海面漁業之儀ニ付伺 須崎浦町・須崎土手町

（福岡区外五町戸長） 九大山崎文書7-17

６ 明治12年（1879）
３月 海面漁事之儀ニ付願 箱崎浦 九大山崎文書7-12

７ 明治12年（1879）
８月18日 漁場之儀ニ付伺 伊崎浦 九大山崎文書7-18

８ 明治13年（1880）
３月13日 漁場之儀ニ付具状 須崎町（福岡区鍛冶町

外五ケ所戸長） 九大山崎文書7-17

９ 明治13年（1880）
４月 海面漁事之儀ニ付再願 箱崎浦 九大山崎文書7-16

10 明治14年（1881）２月 漁事之儀ニ付願 箱崎浦 九大山崎文書7-14

11 明治15年（1882）２月 結約書 福岡須崎町・土手町・
裏町と箱崎浦 九大山崎文書7-19

12 明治15年（1882）３月 漁場海面之儀ニ付伺 箱崎浦 福岡市博近代分山崎
文書１

13 明治15年（1882）４月４日 海面漁場之義ニ付伺 箱崎浦 九大山崎7-29

14 明治15年（1882）５月31日 海面漁事ニ付願 箱崎浦 九大山崎7-4
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漁
場
争
論
か
ら
み
る
近
世
・
明
治
前
期
の
博
多
湾
内
海
漁
業

は
、
伊
崎
浦
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
）
11
（

。

事
者
間
で
の
協
議
を
さ
ら
に
進
め
た
結
果
、
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
四
月
に
伊
崎
浦
か
ら
箱
崎
と
博
多
へ
渡
さ
れ
た
「
海
面
拝

借
願
ニ
付
約
定
書
」
で
は
、
伊
崎
浦
は
内
海
の
各
浦
沿
岸
よ
り
八
丁
を
除
外
し
た
沖
合
を
釣
漁
の
漁
場
と
す
る
こ
と
に
決
着
し
た
。
但

し
、
こ
の
約
定
に
は
「
細
魚
縄
之
儀
ハ
、
各
浦
網
漁
ニ
妨
害
無
之
様
、
漁
事
可
致
候
、
就
テ
ハ
各
浦
ヨ
リ
網
繰
込
ニ
相
成
候
節
ハ
譬
え

細
魚
網
ハ
エ
込
居
候
ト
モ
直
ニ
繰
揚
ケ
可
申
候
」
と
の
但
し
書
き
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
釣
漁
だ
け
で
な
く
、
細
魚
縄
漁
に
つ
い
て
も
、

他
浦
の
網
漁
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
範
囲
で
行
う
こ
と
が
伊
崎
浦
に
認
め
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。

伊
崎
浦
で
は
こ
う
し
た
経
過
を
経
て
、
明
治
一
二
年
八
月
に
福
岡
県
へ
、
旧
来
か
ら
の
漁
場
（「
北
ハ
大
岳
ヨ
リ
境
戸
崎
、
南
ハ
室
見

川
東
ヨ
リ
荒
戸
御
山
下
迄
」）
の
「
漁
場
之
儀
ニ
付
伺
」
を
提
出
し
た
）
11
（

。

（
２
）
福
岡
洲
崎
町
の
釣
漁
（
長
縄
漁
）
を
め
ぐ
っ
て

明
治
一
二
年
二
月
以
降
、
洲
崎
浦
町
・
須
崎
土
手
町
両
町
を
管
轄
す
る
福
岡
区
外
鍛
冶
町
外
五
町
戸
長
と
、
箱
崎
村
漁
業
人
惣
代
と

の
間
で
、
釣
漁
が
度
々
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

福
岡
区
外
鍛
冶
町
外
五
町
戸
長
が
福
岡
区
々
長
へ
提
出
し
た
「
海
面
漁
業
之
儀
ニ
付
伺
」
に
よ
れ
ば
、
那
珂
川
河
口
左
岸
に
位
置
す

る
須
崎
浦
町
と
須
崎
土
手
町
の
者
は
、
こ
れ
ま
で
免
許
を
受
け
て
内
海
漁
場
で
釣
漁
を
行
っ
て
来
た
が
、「
箱
崎
浦
持
場
箱
崎
浦
持
場
石

堂
川
須
口
ヨ
リ
那
珂
郡
境
戸
浦
直
径
区
画
内
ニ
付
漁
業
差
止
旨
談
判
ニ
及
候
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
石
堂
川
河
口
と
境
戸
浦
（
境
戸

崎
カ
）
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
箱
崎
浦
漁
場
で
の
漁
業
を
今
後
停
止
す
る
様
、
話
し
合
い
が
持
た
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
）
11
（

。
そ
し
て
、

こ
の
翌
月
に
は
、
箱
崎
浦
漁
人
惣
代
か
ら
福
岡
県
へ
、「
福
博
間
漁
場
無
之
釣
漁
免
許
之
者
エ
長
縄
ノ
釣
漁
致
不
申
様
」
と
の
請
願
が
出

さ
れ
た
）
11
（

。

こ
の
争
論
は
、
翌
明
治
一
三
年
以
降
も
展
開
し
て
い
く
。
次
の
史
料
は
、
明
治
一
三
年
三
月
一
三
日
付
に
て
福
岡
区
外
鍛
冶
町
外
五
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漁
場
争
論
か
ら
み
る
近
世
・
明
治
前
期
の
博
多
湾
内
海
漁
業

町
戸
長
が
福
岡
区
区
長
へ
提
出
し
た
と
さ
れ
る
「
漁
場
之
儀
ニ
付
具
状
」
で
あ
る
）
11
（

。
洲
崎
浦
町
・
須
崎
土
手
町
の
者
に
よ
る
釣
漁
の
由

緒
と
、
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
る
現
在
の
窮
状
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
須
崎
町
之
儀
ハ
彼
封
建
世
襲
ノ
ト
キ
ニ
当
テ
ハ
、
旧
藩
黒
田
氏
ノ
船
手
組
ニ
シ
テ
、
祖
先
以
来
公
務
ノ
暇
、
家
業
熟
練
之

為
メ
、
且
薄
録
ナ
レ
ハ
到
底
一
家
経
営
ノ
途
ヲ
難
相
立
、
旁
公
然
漁
等
相
差
許
レ
、
当
時
之
ヲ
号
シ
テ
御
免
漁
ト
相
唱
候
由
、
然

ル
ニ
明
治
元
戊
辰
ノ
年
ニ
当
り
万
機
御
更
正
ニ
付
、
旧
藩
主
黒
田
氏
ニ
於
テ
モ
、
其
常
職
タ
ル
長
崎
開
港
場
定
番
ノ
儀
解
職
相
成

り
シ
ニ
、
付
テ
ハ
因
ヨ
リ
船
手
組
多
人
ノ
人
数
モ
無
用
之
儀
ニ
付
、
蒸
気
乗
艦
之
者
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
十
ニ
九
ハ
其
職
ヲ
解
ナ
リ
（
中

略
）
常
職
ヲ
解
ケ
ハ
其
権
限
ナ
キ
モ
ノ
ト
セ
ハ
、
宜
シ
ク
明
治
戊
辰
ノ
中
ニ
於
テ
ス
ベ
シ
、
尓
今
十
三
ケ
年
ノ
星
霜
ヲ
経
ル
モ
彼

箱
崎
浦
ニ
於
テ
黙
許
セ
シ
ナ
レ
ハ
、
断
シ
テ
慣
行
持
場
ト
云
フ
モ
決
テ
不
可
ト
セ
ン
ヤ
（
後
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
須
崎
町
の
者
は
旧
藩
時
代
に
は
船
手
組
に
属
し
、
勤
め
の
暇
に
、
家
業
で
あ
る
船
の
漕
ぎ
方
の
練
達
の
為
と
、
家

計
の
足
し
と
す
る
た
め
に
、
公
然
と
漁
を
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
、
そ
れ
を
「
御
免
漁
」
と
呼
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
後
、

長
崎
警
備
の
軍
役
も
解
か
れ
、
船
手
組
の
多
く
が
無
用
と
な
り
、
蒸
気
船
の
船
員
以
外
は
船
手
を
解
職
さ
れ
た
。
船
手
の
職
を
解
か
れ
、

「
御
免
用
」
の
権
利
を
失
う
の
で
あ
れ
ば
、
解
職
の
時
に
権
利
も
失
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
箱
崎
浦
で
漁
を
黙
認
し
て
き
た

訳
で
あ
る
か
ら
、
慣
行
の
漁
場
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
と
主
張
し
て
い
る
。
慣
行
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
権
利
の
主
張
を
し
て
い
る
点

は
、
明
治
一
一
年
一
二
月
二
〇
付
の
福
岡
県
布
達
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
1（
（

。

一
九
世
紀
初
頭
の
絵
図
に
は
須
崎
浦
町
、
須
崎
土
手
町
に
「
御
か
こ
や
し
き
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
藩
の
船
手
に
属
す
る
加
子
が
集

住
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
）
11
（

。
全
て
が
旧
船
手
組
の
由
緒
を
持
つ
者
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
一
三
年
当
時
、
須

崎
浦
町
、
須
崎
土
手
町
に
は
五
〇
名
程
の
漁
業
従
事
者
が
い
た
と
さ
れ
る
）
11
（

。

以
上
の
よ
う
な
洲
崎
浦
町
・
須
崎
土
手
町
側
の
主
張
に
対
し
、
対
立
す
る
箱
崎
浦
は
い
か
な
る
反
論
を
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
明

治
一
三
年
四
月
に
箱
崎
村
漁
業
人
惣
代
か
ら
福
岡
県
に
提
出
さ
れ
た
「
海
面
漁
事
之
儀
ニ
付
再
願
」
に
よ
れ
ば
、
洲
崎
浦
町
・
須
崎
土
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漁
場
争
論
か
ら
み
る
近
世
・
明
治
前
期
の
博
多
湾
内
海
漁
業

手
町
の
者
が
近
年
タ
コ
縄
や
サ
ヨ
リ
縄
の
長
縄
を
縦
横
に
流
し
て
、
箱
崎
浦
の
網
代
を
妨
害
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
）
11
（

。

（
前
略
）
福
岡
洲
崎
町
外
二
ケ
町
エ
ハ
従
来
浦
分
ノ
名
称
無
之
、
竿
釣
等
ノ
遊
漁
致
セ
シ
モ
、
長
縄
等
ノ
漁
事
慣
行
決
シ
テ
無
御
座

候
、
然
ル
ニ
旧
藩
船
手
組
ニ
釣
漁
明
証
在
之
ト
御
認
ニ
相
成
シ
ハ
、
若
ヤ
最
前
伊
崎
浦
ニ
居
住
シ
船
札
ニ
対
ス
ル
議
務
ヲ
ナ
シ
漁

事
相
営
候
事
モ
ア
リ
シ
者
ナ
ラ
ン
カ
ト
考
合
仕
候
得
共
、
右
等
ハ
伊
崎
浦
ノ
慣
行
ニ
シ
テ
居
所
ヲ
転
ス
ル
上
ハ
人
々
慣
行
ア
リ
シ

モ
、
住
所
ニ
慣
行
無
之
事
ニ
付
、
随
テ
消
滅
ス
ル
ハ
無
論
之
義
ト
存
候
（
中
略
）
海
面
漁
事
ノ
如
キ
慣
行
ハ
必
ス
其
土
地
ニ
拠
ル

者
ト
奉
存
候
（
中
略
）
小
釣
漁
之
外
長
縄
漁
ノ
義
ハ
他
人
漁
場
ニ
テ
結
約
モ
ナ
ク
営
業
不
致
候
様
御
諭
達
ヲ
仰
付
、
尚
漁
場
海
面

区
堺
紊
乱
不
致
様
御
宰
判
奉
願
候
也

洲
崎
浦
町
と
須
崎
土
手
町
は
浦
の
名
称
が
な
い
。
竿
釣
な
ど
の
遊
漁
は
し
て
い
た
と
し
て
も
、
長
縄
漁
な
ど
の
慣
行
は
決
し
て
無
い
。

旧
藩
の
船
手
組
以
来
の
御
免
漁
は
伊
崎
浦
の
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
伊
崎
浦
の
慣
行
で
あ
り
、
伊
崎
浦
か
ら
他

所
へ
転
居
し
た
人
に
つ
い
て
は
慣
行
は
消
滅
す
る
。
海
面
漁
事
の
慣
行
は
土
地
に
付
随
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
、
両
町
の
由
緒

と
そ
れ
を
根
拠
と
す
る
慣
行
の
論
理
を
否
定
し
た
。
そ
の
上
で
、
両
町
が
結
約
も
な
く
箱
崎
浦
の
漁
場
で
の
小
釣
以
外
の
長
縄
漁
を
行

う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。

こ
れ
に
対
す
る
福
岡
県
の
回
答
は
、「
書
面
洲
崎
町
外
二
町
魚
漁
営
業
者
ニ
於
テ
ハ
従
来
釣
魚
ノ
慣
行
有
之
義
ニ
付
、
願
之
趣
難
及
詮

義
事
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
福
岡
県
と
し
て
は
、
竿
釣
り
で
あ
っ
て
も
釣
漁
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
洲
崎
浦
町
と
須
崎
土
手

町
の
釣
漁
（
長
縄
漁
）
の
慣
行
を
認
め
、
箱
崎
浦
の
願
い
を
却
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
11
（

。

箱
崎
浦
の
漁
人
惣
代
は
そ
の
後
も
、
箱
崎
浦
の
漁
場
に
お
け
る
洲
崎
浦
町
と
須
崎
土
手
町
の
釣
漁
（
長
縄
漁
）
の
禁
止
を
県
に
訴
え

る
が
、
箱
崎
浦
の
再
三
の
請
願
に
対
し
て
県
は
、「
福
岡
区
洲
崎
町
外
三
ケ
町
人
民
ニ
於
テ
ハ
従
来
釣
漁
ス
ル
ノ
慣
行
ア
ル
海
面
ニ
於
テ

釣
漁
営
業
ノ
義
ト
心
得
ヘ
シ
」（
明
治
一
五
年
四
月
一
九
日
）
と
、
洲
崎
浦
町
と
須
崎
土
手
町
の
釣
漁
（
長
縄
漁
）
を
認
め
、「
書
面
願
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漁
場
争
論
か
ら
み
る
近
世
・
明
治
前
期
の
博
多
湾
内
海
漁
業

之
趣
福
岡
旧
船
手
組
共
ヘ
及
説
諭
置
候
間
、
尚
ホ
双
方
熟
議
之
上
営
業
可
致
候
事
」（
明
治
一
五
年
六
月
二
八
日
）
と
、
説
諭
は
す
る

が
、
双
方
で
よ
く
よ
く
相
談
し
た
上
で
漁
を
行
う
よ
う
回
答
し
た
。

箱
崎
浦
の
漁
場
に
お
け
る
福
岡
須
崎
町
の
者
に
よ
る
長
縄
漁
の
問
題
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
が
、
明
治
一
五
年
二
月
頃
に
は
、
福
岡
須
崎
町
と
箱
崎
浦
と
の
間
で
「
漁
業
慣
行
ニ
基
キ
、
以
降
営
業
上
双
方
ニ
妨
害
為
無
之
」

の
「
結
約
書
」
が
、
五
か
年
間
の
履
行
年
限
付
で
策
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）
11
（

。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
問
題
関
心
を
ふ
ま
え
、
近
世
か
ら
明
治
前
期
の
博
多
湾
内
海
漁
場
の
争
論
を
出
来
る
だ
け
詳
し
く

見
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
論
を
進
め
て
き
た
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

浅
海
の
た
め
寒
中
に
は
海
底
の
温
度
が
下
が
り
、
外
海
か
ら
の
魚
の
回
遊
が
少
な
い
博
多
内
海
漁
場
で
は
、
日
頃
か
ら
小
漁
事
が
漁

業
の
中
心
で
あ
り
、
冬
場
は
網
漁
の
操
業
を
停
止
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
自
然
環
境
の
博
多
湾
で
は
浦
々
の
入
会
漁
業
が
発

達
し
て
い
た
。

内
海
漁
場
で
は
、
明
暦
か
ら
寛
文
期
に
箱
崎
浦
と
奈
多
浦
と
の
間
で
鰯
を
め
ぐ
る
漁
場
争
論
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
福
岡
藩
領
の

他
の
浦
々
に
お
い
て
境
界
や
入
会
の
争
論
が
頻
発
し
て
、
そ
の
結
果
近
世
的
な
漁
場
の
権
利
関
係
が
確
立
し
た
と
み
ら
れ
る
事
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
。

内
海
漁
場
が
福
岡
、
博
多
、
箱
崎
、
姪
浜
、
奈
多
の
五
ケ
浦
の
入
会
で
あ
る
こ
と
を
領
主
権
力
が
確
認
・
成
文
化
し
た
元
文
五
年
（
一

七
四
〇
）
の
仰
渡
は
、
こ
れ
が
そ
れ
以
後
の
内
海
漁
場
の
争
論
を
裁
定
す
る
際
の
先
例
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
寛
保

二
年
（
一
七
四
二
）
の
証
文
と
と
も
に
、
内
海
の
入
会
漁
場
確
立
の
画
期
と
言
え
る
。
福
岡
藩
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
動
向
の
背
景
に
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は
、
元
文
二
年
に
成
立
を
み
た
幕
府
の
山
野
河
海
へ
の
境
論
裁
定
規
定
の
影
響
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
年
の
浦
奉
行
か
ら
姪
浜
、
博
多
、
箱
崎
へ
宛
て
ら
れ
た
仰
渡
は
、「
此
節
古
来
よ
り
入
相
ニ
致
来
候
漁
場

之
儀
、
重
畳
遂
詮
議
」
と
あ
り
、
慣
行
を
調
査
し
た
上
で
内
海
漁
場
の
入
会
を
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
内
海
漁

場
に
お
け
る
姪
浜
浦
と
博
多
・
箱
崎
浦
と
の
入
会
が
画
定
さ
れ
た
。

内
海
漁
場
で
は
各
浦
の
入
会
が
、
領
主
権
力
に
よ
る
確
認
と
明
文
化
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
、
先
例
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、
伊
崎
浦
は

の
よ
う
な
例
外
も
あ
っ
た
。
こ
の
浦
は
当
初
は
釣
漁
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
天
保
期
に
地
引
網
の
再
興
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
特
に
藩
士
の
遊
漁
も
公
認
さ
れ
て
い
た
が
、
天
保
期
に
は
長
縄
漁
や
立
網
漁
を
不
法
に
行
う
藩
士
に
よ
っ
て
内
海
漁
場
の

浦
々
の
漁
師
の
生
業
が
脅
か
さ
れ
る
。
内
海
漁
場
で
は
城
下
荒
戸
に
あ
っ
た
藩
の
船
手
の
者
に
よ
る
釣
漁
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
か
ら
翌
九
年
に
か
け
て
明
治
政
府
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
海
面
借
区
制
は
漁
業
に
お
け
る
伝
統
的
な
漁
場
の

利
用
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
が
、
博
多
湾
内
海
で
は
、
漁
場
海
面
拝
借
願
の
過
程
で
隣
接
す
る
浦
々
と
の
協
議
が
進
む
。

こ
う
し
た
な
か
、
福
岡
須
崎
町
の
釣
漁
（
長
縄
漁
）
が
箱
崎
浦
の
網
代
に
入
り
込
む
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
須
崎
町
側
が
旧

藩
以
来
の
御
免
漁
を
根
拠
に
箱
崎
浦
の
網
代
で
の
釣
漁
（
長
縄
漁
）
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
箱
崎
浦
は
、
洲
崎
浦
町
と
須
崎
土
手

町
の
由
緒
と
そ
れ
を
根
拠
と
す
る
長
縄
漁
の
慣
行
の
論
理
を
否
定
し
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
福
岡
県
が
下
し
た
判
断
は
、
洲
崎
浦
町

と
須
崎
土
手
町
の
釣
漁
（
長
縄
漁
）
の
慣
行
を
認
め
る
も
の
で
、
こ
れ
以
降
当
事
者
に
よ
る
相
談
の
上
、
解
決
が
模
索
さ
れ
て
ゆ
く
。
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註

（
1
） 
「
海
面
漁
事
之
事
ニ
付
願
」（
山
崎
文
書
七－

一
二
）。

（
2
） 
山
崎
家
は
近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
に
か
け
て
、
箱
崎
浦
の
浦
庄
屋
お
よ
び
浦
大
庄
屋
を
勤
め
た
。
山
崎
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
戦
後
昭
和

二
七
年
に
文
部
省
庶
民
史
料
調
査
（
調
査
者
玉
泉
大
梁
）
が
山
崎
正
典
宅
を
調
査
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
調
査
さ
れ
た
も
の
は
、
現
在
、
九

州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
五
年
に
は
山
崎
万
里
子
氏
よ
り
当
時
の
福
岡
市
立
歴
史
資
料

館
へ
寄
贈
さ
れ
、
今
日
、
福
岡
市
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
九
州
大
学
記
録
資
料
館
法
制
史
料
部
門
に
も
山
崎
家
文
書
伝
来

の
史
料
群
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

『
福
岡
県
漁
業
誌
』（『
福
岡
県
史  

近
代
資
料
編  

農
務
誌
・
漁
業
誌
』
福
岡
県
、
一
九
八
二
年
）。

（
4
） 

「
箱
崎
浦
次
第
書
上
帳
」『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
四
〇
七
・
四
〇
八
頁
。

（
5
） 

山
崎
文
書
三－

二
五
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
6
） 

『
福
岡
県
漁
業
誌
』（『
福
岡
県
史  
近
代
資
料
編  

農
務
誌
・
漁
業
誌
』
福
岡
県
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
立
網
（
建
網
）
漁
は
、
漁
船

一
艘
に
網
六
〇
反
を
積
み
、
三
人
乗
り
で
、
日
没
後
に
出
漁
し
、
沖
合
あ
る
い
は
海
浜
の
水
深
一
六
・
一
七
尋
（
約
二
五
メ
ー
ト
ル
）
以

内
の
海
底
に
岩
場
の
あ
る
場
所
な
ど
に
網
を
張
り
、
翌
未
明
に
網
を
手
繰
り
揚
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
7
） 

『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
三
九
四
～
三
九
六
頁
。

（
8
） 

『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
三
九
一
～
三
九
三
頁
。

（
9
） 

福
岡
市
博
物
館
所
蔵
山
崎
文
書
六
六－

二
「
写
」。

（
10
） 

『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
二
五
一
～
二
五
四
頁
。

（
11
） 

高
田
茂
廣
「
近
世
前
期
の
浦
と
海
運
」『
福
岡
県
史  

通
史
編
福
岡
藩
（
一
）』
八
五
五
頁
。

（
12
） 

高
田
茂
廣
「
近
世
前
期
の
浦
と
海
運
」『
福
岡
県
史  

通
史
編
福
岡
藩
（
一
）』
八
五
〇
頁
。

（
13
） 

丹
羽
邦
男
「
近
世
に
お
け
る
山
野
川
海
の
所
有
・
支
配
と
明
治
の
変
革
」（『
日
本
の
社
会
史  

第
２
巻  

境
界
領
域
と
交
通
』
岩
波
書
店
、
一

九
八
七
年
）
一
八
二
・
一
八
三
頁
。

（
14
） 

た
こ
貝
と
は
、
縄
に
結
ん
だ
貝
殻
を
鎮
め
て
、
そ
こ
に
入
っ
た
タ
コ
を
と
る
漁
法
の
こ
と
。
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（
15
） 

『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
二
八
〇
頁
。

（
16
） 

『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』（
福
岡
県
、
一
九
九
八
年
）
四
〇
二
～
四
〇
四
頁
。

（
17
） 
「
文
政
三
年
続
風
土
記
御
調
子
ニ
附
調
子
書
上
帳
」『
筑
前
町
村
書
上
帳
』
文
献
出
版
、
一
九
九
二
年
。

（
18
） 
『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
四
九
六
～
四
九
七
頁
。

（
19
） 

『
福
岡
県
漁
業
誌
』
に
よ
れ
ば
、
さ
よ
り
の
漁
法
は
網
漁
で
あ
り
（
表
１
参
照
）、
縄
漁
に
つ
い
て
は
特
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幕
末
期

に
内
海
漁
場
で
さ
よ
り
縄
漁
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（
20
） 

『
福
岡
県
史  
近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
一
三
一
頁
。

（
21
） 

『
福
岡
県
漁
業
誌
』
よ
れ
ば
、
地
引
網
は
季
節
は
問
わ
な
い
が
夏
至
か
ら
大
雪
の
頃
ま
で
、
海
浜
の
水
深
六
・
七
尋
（
お
よ
そ
一
〇
メ
ー
ト

ル
）
以
内
、
平
砂
の
海
底
で
行
わ
れ
た
。
漁
船
二
艘
に
網
一
条
を
積
み
、
各
一
〇
人
が
乗
り
込
み
昼
間
に
出
漁
し
た
。

（
22
） 

福
岡
市
博
物
館
所
蔵
山
崎
文
書
三
九
「〔
御
建
書
〕」。

（
23
） 

『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  
福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
三
九
〇
・
三
九
一
頁
。

（
24
） 

『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
御
用
帳
（
一
）』（
福
岡
県
、
一
九
八
八
年
）
六
二
頁
。

（
25
） 

高
田
茂
廣
「
近
世
前
期
の
浦
と
海
運
」『
福
岡
県
史  

通
史
編
福
岡
藩
（
一
）』
八
四
七
頁
。
な
お
、『
筑
豊
沿
海
志
』
で
は
伊
崎
浦
に
つ
い

て
、「
旧
藩
中
、
御
用
浦
に
指
定
せ
ら
れ
た
る
を
以
て
、
何
れ
の
浦
に
も
出
漁
を
許
さ
れ
、
常
に
御
用
旗
を
掲
げ
て
威
勢
よ
く
、
他
浦
羨
望

の
中
心
と
な
れ
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
26
） 

山
崎
文
書
七－

一
八
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。
福
岡
市
博
物
館
山
崎
文
書
二
三
。

（
27
） 

山
崎
文
書
二－

七
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
28
） 

「
浦
役
所
定
・
同
奉
行
法
則
二
」
の
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
六
月
一
一
日
に
「
伊
崎
之
者
共
、
近
年
不
漁
ニ
て
渡
世
致
難
儀
候
、
然
処
近

来
彼
辺
ニ
て
致
遊
漁
候
輩
、
末
々
之
者
ニ
ハ
間
々
渡
世
同
前
ニ
い
た
し
候
も
有
之
と
相
聞
へ
候
、
末
之
者
た
り
共
、
渡
世
同
前
ニ
い
た
し
、

浦
人
之
妨
ニ
相
成
不
申
様
可
有
之
事
ニ
候
、
遊
漁
之
儀
ハ
勝
手
次
第
ニ
候
、
此
以
後
渡
世
向
ニ
い
た
し
候
儀
ハ
急
度
相
止
可
申
候
」
と
あ

る
（『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
一
七
三
頁
）。

（
29
） 

山
崎
文
書
七－

一
三
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
30
） 

『
福
岡
県
史  

近
世
資
料
編  

福
岡
藩
浦
方
（
一
）』
二
四
三
頁
。
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（
31
） 

伊
東
尾
四
郎
「
福
岡
藩
の
船
手
」『
筑
紫
史
談
』
四
五
、
筑
紫
史
談
会
、
一
九
二
八
年
。

（
32
） 

丹
羽
邦
男
「
近
世
に
お
け
る
山
野
川
海
の
所
有
・
支
配
と
明
治
の
変
革
」（『
日
本
の
社
会
史  

第
２
巻  

境
界
領
域
と
交
通
』）
二
〇
六
・
二

〇
七
頁
。

（
33
） 
山
崎
文
書
二－

一
三
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
34
） 

山
崎
文
書
七－

一
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
35
） 

山
崎
文
書
七－

三
六
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
36
） 

山
崎
文
書
七－
一
八
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
37
） 

山
崎
文
書
七－
一
八
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
38
） 

山
崎
文
書
七－

一
七
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
39
） 

山
崎
文
書
七－

一
二
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
40
） 

山
崎
文
書
七－

一
七
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
41
） 

た
と
え
ば
、
明
治
一
二
年
二
月
の
福
岡
区
外
鍛
冶
町
外
五
町
戸
長
か
ら
福
岡
区
区
長
へ
の
伺
（
山
崎
文
書
七－

一
七
）
の
な
か
に
「
海
面

漁
業
ノ
議
ニ
付
本
縣
明
治
十
一
年
十
二
月
廿
日
付
御
達
之
旨
モ
有
之
従
来
慣
習
ニ
拠
リ
ハ
地
方
八
町
以
内
ハ
浦
々
毎
年
受
持
ト
相
立
候
」
と

あ
り
、
従
来
の
慣
習
や
、
慣
行
に
沿
っ
て
漁
場
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
42
） 

宮
崎
克
則
編
『
古
地
図
の
中
の
福
岡
・
博
多
』
海
鳥
社
、
二
〇
〇
五
年
。

（
43
） 

山
崎
文
書
七－

一
七
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
44
） 

山
崎
文
書
七－

一
六
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。

（
45
） 

た
と
え
ば
、
明
治
一
四
年
二
月
の
箱
崎
浦
漁
人
惣
代
か
ら
糟
屋
郡
宗
像
郡
々
長
宛
の
「
漁
事
之
儀
ニ
付
願
」
に
対
す
る
同
郡
長
の
回
答
に

「
書
面
長
縄
ト
釣
漁
ト
ハ
税
則
ニ
指
異
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
其
生
質
ニ
於
テ
ハ
釣
漁
ノ
部
分
ニ
有
之
旨
、
其
筋
取
調
回
答
有
之
候
ニ
付
、
願
意

難
採
用
候
事
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
長
縄
漁
は
そ
の
性
質
か
ら
は
釣
漁
に
分
類
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
46
） 

山
崎
文
書
七－

一
九
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）。
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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
福
岡
県
立
図
書
館
委
託
竹
田
文
庫
に
伝
来
す
る
加
藤
嘉
明
宛
書
状
を
紹
介
す
る
。
竹
田
文
庫
は
、
福
岡
藩
の
藩
儒
竹
田

家
に
伝
来
し
た
文
書
群
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
に
福
岡
県
立
図
書
館
の
前
身
で
あ
る
福
岡
県
文
化
会
館
が
調
査
整
理
さ
れ
た
『
竹
田
文

庫
目
録
（
稿
）』
に
よ
り
概
要
を
把
握
で
き
、
総
点
数
は
四
〇
六
〇
点
と
な
っ
て
い
る
（
１
）。
そ
の
な
か
に
、「
加
藤
左
馬
助
宛
」
と
し
て
分

類
さ
れ
た
書
状
・
墨
蹟
三
十
六
点
が
含
ま
れ
て
い
る
（
通
番
号
三
九
〇
二
～
三
九
三
七
号
）。
こ
れ
は
豊
臣
大
名
と
し
て
知
ら
れ
る
加
藤

嘉
明
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
書
状
の
一
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
う
ち
加
藤
嘉
明
宛
文
書
は
二
十
六
点
で
あ
る
。
宛
所
は
「
加

藤
左
馬
助
」
も
し
く
は
そ
の
略
称
が
用
い
ら
れ
る
。
形
態
は
竪
紙
、
内
容
は
贈
答
、
来
訪
予
定
の
確
認
や
そ
れ
へ
の
返
礼
等
で
あ
り
、

注
目
す
べ
き
情
報
を
記
す
も
の
は
少
な
い
が
、
慶
長
・
元
和
・
寛
永
期
に
お
け
る
大
名
相
互
の
日
常
的
な
交
流
が
広
範
囲
に
及
ん
で
い

る
こ
と
が
わ
か
る
点
で
興
味
深
い
。

な
お
、
嘉
明
宛
書
状
以
外
で
初
期
の
書
状
と
み
ら
れ
る
三
点
に
つ
い
て
は
、
嘉
明
と
の
関
係
は
不
明
な
が
ら
翻
刻
・
紹
介
す
る
こ
と

に
し
た
。
屏
風
等
の
裏
打
ち
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
、
剥
が
さ
れ
た
形
跡
の
あ
る
茶
色
に
変
色
し
た
書
状
や
覚
書
の
類
は
、
明
ら
か
に
加

竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

福

田

千

鶴

史
料
紹
介
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藤
嘉
明
と
は
関
係
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
本
稿
で
は
除
外
し
た
。

一
、
竹
田
家
の
略
歴

本
節
で
は
、
加
藤
嘉
明
宛
書
状
が
竹
田
家
文
庫
に
伝
来
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
、
竹
田
家
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

竹
田
家
は
京
都
の
出
身
で
、
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満
の
侍
医
と
し
て
仕
え
た
竹
田
法
印
昌
慶
（
明
室
）
の
子
孫
に
あ
た
る
。

昌
慶
は
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
の
生
ま
れ
で
、
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
に
明
に
渡
り
、
金
翁
道
士
か
ら
医
術
を
学
び
、
そ
の
娘
を

妻
と
し
、
明
の
太
祖
洪
武
帝
の
皇
后
の
難
産
を
助
け
た
功
に
よ
り
安
国
公
に
叙
さ
れ
た
。
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
に
妻
子
を
残
し
て

帰
国
し
、
牛
黄
円
を
後
光
厳
上
皇
や
足
利
義
満
に
献
じ
た
。
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
に
法
印
に
叙
せ
ら
れ
、
同
年
五
月
二
十
五
日
に

四
十
三
歳
で
没
し
た
と
さ
れ
る
（
２
）。
た
だ
し
、
当
竹
田
家
に
伝
来
す
る
「
藤
原
姓
竹
田
家
系
」（
資
料
番
号
二
〇
七
〇
）
に
よ
れ
ば
、
昌
慶

の
没
年
は
応
永
二
十
一
年
（
一
四
一
四
）、
享
年
を
七
十
九
と
伝
え
る
。
そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
と
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
の
生
ま
れ

と
な
る
。

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
七
四
一
で
は
、
竹
田
家
の
嫡
流
は
明
室
（
昌
慶
）－

善
祐
（
善
慶
）－

定
盛
（
昭
慶
）－

定
祐－

定
珪－

定

加
と
続
く
。「
竹
田
家
略
譜
」（『
竹
田
文
庫
仮
目
録
』
所
収
）
で
は
、
当
竹
田
家
の
始
祖
を
定
盛
の
六
男
定
栄
と
し
、
定
玹－

定
詮－

定

堅
と
続
く
。
三
代
定
詮
は
「
実
は
備
中
新
見
庄
の
守
護
新
見
茂
人
の
子
亀
福
丸
」
で
あ
り
、「
母
が
定
玹
（
蒿
庵
）
の
姪
」
と
い
う
関
係

か
ら
定
玹
の
養
子
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
初
代
定
栄
を
「
瑞
竹
軒
法
印
」
と
し
て
い
る
が
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
は
定
玹

の
兄
定
珪
を
「
瑞
竹
」
と
す
る
。
一
方
、「
藤
原
姓
竹
田
家
系
」
で
は
定
栄
を
「
瑞
竹
軒
法
印
」
と
す
る
も
の
の
、
定
詮
は
定
栄
の
実
子

で
、
定
玹
の
養
子
に
な
っ
た
と
し
て
、
新
見
氏
と
の
関
係
を
伝
え
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
三
代
定
詮
が
新
見
亀
福
丸
な
の
か
、
定
栄
の

実
子
な
の
か
、
ま
た
瑞
竹
は
誰
な
の
か
等
に
諸
説
あ
る
が
、
当
竹
田
家
が
定
玹
（
蒿
庵
）－

定
詮
（
偆
斉
）－

定
堅
（
茂
庵
）
と
続
く
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点
は
同
じ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
竹
田
家
が
、
中
世
以
来
、
京
都
で
医
業
を
営
ん
で
き
た
竹
田
家
の
系
譜
を
ひ
く
家
柄
で
あ
る

こ
と
は
動
か
な
い
。

定
詮
に
は
一
女
二
男
が
あ
り
、
長
女
は
坪
坂
十
右
衛
門
の
妻
と
な
っ
た
。
十
右
衛
門
は
加
賀
に
居
住
し
、
本
願
寺
門
跡
の
代
官
と
し

て
一
国
を
支
配
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
京
都
で
浪
人
と
な
っ
た
。
十
右
衛
門
に
は
二
女
一
男
が
生
ま
れ
た
。
長
女
は
福
岡
藩
二
代
黒

田
忠
之
の
後
妻
と
な
り
、
長
男
は
新
見
太
郎
兵
衛
、
次
女
は
「
お
ま
ん
」
ま
た
は
「
お
よ
し
」
と
さ
れ
る
。
竹
田
文
庫
に
は
、
本
願
寺

に
関
す
る
文
書
二
十
点
が
伝
来
し
、
加
賀
に
関
わ
る
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
坪
坂
十
右
衛
門
の
本
願
寺
加
賀
代
官
と
し

て
の
履
歴
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
見
家
の
中
世
文
書
五
十
二
点
も
伝
来
し
て
い
る
。
こ
れ
は
十
右
衛
門
長
男
太
郎
兵

〈
竹
田
家
関
係
図
〉

明
室
（
昌
慶
）定

怡
高
定

祖
舜

定
祐

之
定

定
栄

定
詮

？

周
耆

善
祐（
善
慶
）

定
盛
（
昭
慶
）

（
瑞
竹
？
）

定
玹
（
蒿
庵
）

定
堅

花
房
権
之
輔

永
閑

斎
藤
甚
右
衛
門

（
茂
庵
）

定
頼

竹
（
小
河
伝
右
衛
門
妻
）

（
三
伯
）

定
直
（
春
庵
）

定
詮
（
偆
斉
）

桂
寿
院
妙
意

久
太
郎
（
早
世
）

花
房
志
摩
守
娘

坪
坂
十
右
衛
門

光
之

養
照
院

新
見
太
郎
兵
衛

ま
ん
・
よ
し

黒
田
忠
之

定
珪
（
瑞
竹
？
）

定
加
周
桃

出
典
：  『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』、「
藤
原
姓
竹
田
家

系
」、「
竹
田
家
系
ニ
付
書
上
」、「
竹
田
家

略
年
譜
」
等
に
よ
り
作
成
。
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衛
が
新
見
家
を
継
い
だ
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
３
）。
そ
の
新
見
太
郎
兵
衛
は
、
加
藤
嘉
明
に
仕
え
た
の
ち
、
姉
の
縁
故
で
福
岡

藩
に
仕
え
る
こ
と
に
な
り
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
の
島
原
・
天
草
一
揆
で
戦
死
し
、
新
見
家
は
断
絶
し
た
。

な
お
、
竹
田
家
で
は
定
詮
の
長
男
久
太
郎
が
早
世
し
た
た
め
、
次
男
定
堅
（
茂
庵
）
が
家
督
を
継
い
だ
。
そ
の
後
、
定
頼
（
三
伯
）

－

定
直
（
春
庵
）
と
続
き
、
定
直
が
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
頃
に
福
岡
に
下
り
、
儒
者
と
し
て
福
岡
三
代
黒
田
光
之
に
仕
え
た
。
定

直
か
ら
四
代
目
の
定
良
は
、
藩
校
修
猷
館
の
学
頭
と
し
て
そ
の
設
立
に
寄
与
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

二
、
加
藤
嘉
明
の
居
所
と
行
動

書
状
は
基
本
的
に
無
年
号
文
書
で
あ
り
、
本
稿
で
紹
介
す
る
書
状
群
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
書
状
分
析
に
必

要
な
加
藤
嘉
明
の
居
所
と
行
動
に
つ
い
て
、
現
段
階
で
判
明
す
る
限
り
で
の
検
討
を
加
え
る
。

加
藤
嘉
明
（
４
）は
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
元
旦
に
三
河
国
幡
豆
郡
長
良
郷
（
異
説
、
岩
根
郷
）
に
出
生
し
た
。
通
称
は
孫
六
。
諱
は

初
め
房
次
、
文
禄
（
一
五
九
二
～
一
五
九
六
）
頃
に
茂
勝
、
慶
長
十
二
年
か
ら
同
十
三
年
に
か
け
て
吉
明
を
用
い
た
。
嘉
明
へ
の
改
名

時
期
は
大
坂
の
陣
が
始
ま
る
慶
長
十
九
年
十
月
頃
と
さ
れ
て
い
る
（
５
）。
以
下
、
嘉
明
で
統
一
す
る
。

嘉
明
は
初
め
羽
柴
秀
勝
に
仕
え
、
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
に
知
行
三
百
石
を
得
た
。
天
正
四
年
以
降
に
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
同
十

一
年
の
賤
ヶ
岳
合
戦
で
は
七
本
鎗
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
、
同
年
八
月
一
日
に
近
江
・
山
城
・
河
内
・
播
磨
の
四
か
国
の
内
で
三
千
石

を
与
え
ら
れ
た
。
天
正
十
四
年
十
一
月
二
日
に
淡
路
国
三
原
郡
・
津
名
郡
内
に
一
万
五
千
石
を
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
に
は
淡
路

国
内
に
千
七
百
石
を
加
増
さ
れ
、
文
禄
四
年
に
伊
予
松
前
六
万
二
千
石
と
な
る
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原
合
戦
で
は
徳
川

方
に
加
担
し
、
そ
の
功
に
よ
り
二
十
万
石
に
加
増
さ
れ
、
慶
長
八
年
よ
り
伊
予
松
山
に
築
城
を
開
始
し
た
。
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）

正
月
に
陸
奥
会
津
六
十
万
石
を
領
し
た
蒲
生
忠
郷
が
病
死
し
、
蒲
生
家
は
無
嗣
断
絶
と
な
っ
た
た
め
、
嘉
明
が
二
十
万
石
を
加
増
さ
れ
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て
会
津
四
十
万
石
を
拝
領
し
た
。
松
山
に
は
、
忠
郷
の
弟
で
出
羽
上
山
城
主
だ
っ
た
蒲
生
忠
知
が
移
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
嘉
明
の
三
男

明
利
に
陸
奥
三
春
三
万
石
、
娘
婿
と
な
っ
て
い
た
下
野
烏
山
城
主
松
下
重
綱
に
は
三
万
石
を
加
増
し
て
陸
奥
二
本
松
五
万
石
が
与
え
ら

れ
、
嘉
明
に
付
属
す
る
形
と
な
っ
た
。

嘉
明
の
官
位
は
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
七
月
十
一
日
に
従
五
位
下
左
馬
助
に
叙
任
さ
れ
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
閏
八
月

二
十
三
日
に
従
四
位
下
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
八
月
十
九
日
に
侍
従
に
任
じ
ら
れ
た
。
以
後
は
、「
松
山
侍
従
」、
寛
永
四
年
二
月

の
会
津
拝
領
後
は
「
会
津
侍
従
」
と
称
さ
れ
た
。

嘉
明
は
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
九
月
十
二
日
に
江
戸
に
没
し
た
。
享
年
六
十
九
。
嫡
子
明
成
が
遺
領
を
継
い
だ
が
、
同
二
十
年

に
多
病
を
理
由
に
会
津
を
返
上
し
、
子
の
明
友
が
石
見
吉
永
一
万
石
を
与
え
ら
れ
、
明
成
は
同
地
に
て
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
正
月

〈
加
藤
家
略
系
図
〉

出
典
：  『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
よ
り
作
成
。

南
部
重
直

女 女女 女松
下
重
綱

正
光

正
之

忠
之

保
科
正
直

黒
田
長
政

栄正
貞

女吉
英

加
藤
嘉
明

吉
政

小
出
秀
政

三
尹

女

加
藤
貞
泰

日
野
光
慶

明
利
（
民
部
）

明
信
（
監
物
）

明
成
（
式
部
）
明
友
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二
十
一
日
に
没
し
た
。
享
年
七
十
。
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
明
友
が
近
江
水
口
二
万
石
に
移
さ
れ
、
子
の
明
英
が
一
時
下
野
壬
生

二
万
五
千
石
に
移
さ
れ
る
が
、
明
英
の
死
後
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
家
督
を
継
い
だ
嘉
矩
が
近
江
水
口
二
万
五
千
石
に
移
さ
れ
、

以
後
は
水
口
加
藤
家
と
し
て
続
き
、
幕
末
を
迎
え
た
（
６
）。

な
お
、
加
藤
嘉
明
と
竹
田
家
と
の
間
に
、
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
え
な
い
。
そ
こ
で
既
述
の
よ
う
に
、
竹
田
定

詮
の
長
女
が
坪
坂
十
右
衛
門
に
嫁
ぎ
、
そ
の
長
男
新
見
太
郎
兵
衛
が
黒
田
家
に
仕
え
る
前
に
加
藤
嘉
明
に
仕
え
て
い
た
た
め
、
本
文
書

群
が
太
郎
兵
衛
の
死
後
に
新
見
家
文
書
と
と
も
に
竹
田
家
に
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
加
藤
家
の
分
限
帳
に
お
い
て
、
新

見
太
郎
兵
衛
の
名
を
確
認
で
き
な
い
（
７
）。
本
文
書
群
に
寛
永
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
書
状
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
嘉
明
の
晩
年

ま
で
仕
え
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
別
名
で
仕
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
ぜ
嘉
明
宛
の
書
状
を
新
見
太
郎
兵
衛
が
所
持

し
え
た
の
か
な
ど
、
伝
来
の
経
緯
に
つ
い
て
は
詳
細
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
加
藤
嘉
明
の
行
動
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
側
面
に
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
咄
衆
（
伽
衆
）
を
務
め
た
こ
と
が
あ

る
。
秀
忠
の
側
仕
え
が
記
し
た
『
元
和
寛
永
小
説
（
８
）』
に
よ
れ
ば
、
秀
忠
は
六
ツ
半
時
（
七
時
頃
）
に
鬢
を
整
え
、
五
ツ
時
（
八
時
頃
）

に
朝
食
を
と
っ
て
「
奥
」
に
入
り
、
五
つ
半
時
（
九
時
頃
）
に
な
る
と
、
出
勤
し
て
帳
付
を
し
た
年
寄
や
奉
公
人
を
召
し
て
会
い
、
そ

れ
か
ら
「
表
」
に
出
て
年
寄
（
酒
井
忠
世
・
本
多
正
純
・
土
井
利
勝
・
安
藤
重
信
）
を
招
集
し
て
「
御
用
」
を
命
じ
た
。
そ
の
後
、「
表
」

で
「
御
咄
」
と
な
っ
た
。
そ
の
相
手
を
す
る
の
が
咄
衆
で
、
人
数
は
二
～
三
十
人
が
い
た
。
頭
は
丹
羽
長
重
と
立
花
宗
茂
の
二
人
で
あ

り
、
隔
番
で
登
城
し
た
。
他
に
は
、
寺
沢
広
高
・
加
藤
嘉
明
・
日
野
唯
心
（
輝
資
）・
朽
木
卜
斎
（
基
綱
）
等
が
お
り
、
い
ず
れ
も
隔
番

で
登
城
し
た
。
一
時
ば
か
り
を
費
や
し
、
そ
の
後
、
四
人
の
年
寄
及
び
「
惣
召
衆
」
と
し
て
永
井
直
勝
・
阿
部
正
次
・
高
力
忠
房
・
松

平
正
綱
・
板
倉
重
昌
・
秋
元
泰
朝
・
米
津
田
政
・
島
田
利
正
・
伊
丹
康
勝
を
招
集
し
、
そ
の
時
、「
国
大
名
」（
国
持
大
名
）
か
ら
の
進

物
を
永
井
直
勝
が
披
露
し
、
菓
子
が
振
る
舞
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
間
に
花
畠
に
出
て
、
銘
々
に
言
葉
掛
け
を
し
て
い
る
と
八
つ
（
十

四
時
頃
）
に
及
ぶ
の
で
昼
食
を
と
り
、
六
時
（
十
八
時
）
ま
で
は
皆
が
休
息
を
と
る
た
め
に
「
表
」
に
は
出
な
か
っ
た
。
六
つ
時
に
な
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る
と
「
表
」
に
出
て
、
水
野
忠
元
・
井
上
正
就
・
板
倉
重
宗
・
永
井
尚
政
が
出
仕
し
、「
軽
き
衆
」
か
ら
の
進
物
の
披
露
が
あ
り
、
そ
の

後
、
鷹
匠
と
「
鷹
咄
」
に
及
び
、
さ
ら
に
「
御
咄
衆
」（
真
田
隠
岐
守
信
昌
、
梶
伝
右
衛
門
、
久
世
三
四
郎
広
宣
、
坂
部
三
十
郎
広
勝
、

近
藤
石
見
秀
用
、
横
田
甚
右
衛
門
尹
松
）
を
召
し
て
夕
食
の
相
伴
を
さ
せ
、
そ
の
後
、
阿
部
正
次
・
今
大
路
道
三
・
林
永
喜
・
田
村
安

栖
を
召
し
て
「
御
咄
」
が
あ
り
、
四
つ
時
（
二
十
二
時
頃
）
に
夜
詰
と
な
っ
た
と
説
明
す
る
。
な
お
、
こ
の
「
表
」
と
は
、
右
の
よ
う

な
内
容
か
ら
、
江
戸
城
表
・
奥
・
大
奥
と
分
け
た
際
の
奥
に
あ
る
将
軍
御
座
の
間
付
近
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
正
月
五
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
秀
忠
の
「
御
放（
咄
）衆
」
が
定
め
ら
れ
、
丹
羽
長
重
・

佐
久
間
安
次
・
細
川
興
元
・
立
花
宗
茂
・
猪
子
一
時
・
三
好
一
任
・
本
田
（
堀
田
）
一
継
・
能
瀬
頼
次
の
八
人
は
四
人
宛
一
日
替
え
と

な
り
、
日
野
唯
心
・
山
名
禅
高
・
一
斎
・
朽
河
等
は
「
番
手
」
に
定
め
る
と
気
詰
り
な
の
で
、「
節
々
」
に
出
仕
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ

た
と
あ
る
。

『
御
当
家
紀
年
録
』
に
よ
れ
ば
、
元
和
二
年
に
徳
川
家
康
が
没
し
た
こ
と
に
よ
り
、
駿
府
か
ら
諸
士
が
江
戸
に
移
り
住
ん
だ
。
特
に
、

豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
の
ち
に
駿
府
に
伺
候
し
た
者
の
宅
地
が
安
西
に
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
「
安
西
衆
」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
中
か

ら
少
々
と
元
か
ら
江
戸
に
伺
候
し
て
い
た
者
を
選
び
、「
御
咄
衆
」
を
定
め
た
と
説
明
す
る
。
そ
の
構
成
は
、「
毎
昼
御
前
」
に
召
さ
れ

て
咄
を
す
る
の
は
、
丹
羽
長
重
・
立
花
宗
茂
・
細
川
興
元
・
三
好
一
任
・
堀
田
一
継
・
佐
久
間
安
次
・
佐
久
間
勝
之
・
堀
直
寄
・
戸
川

達
安
・
九
鬼
守
隆
・
脇
坂
安
元
・
毛
利
高
政
・
市
橋
長
勝
・
谷
衛
友
・
青
木
一
重
・
蒔
田
広
定
・
平
野
長
泰
・
能
勢
頼
次
・
宮
城
豊
盛
、

こ
の
他
に
日
野
唯
心
・
山
名
禅
高
・
朽
木
卜
斎
・
佐
久
間
不
干
（
正
勝
）・
延
寿
院
（
曲
直
瀬
玄
朔
）・
前
羽
半
入
等
が
こ
れ
に
加
わ
っ

た
。
ま
た
、
毎
夜
、
咄
に
出
る
の
は
、
渡
辺
守
茂
・
松
平
康
安
・
近
藤
秀
用
・
真
田
信
昌
・
横
田
尹
松
・
初
鹿
野
昌
久
・
久
世
広
宣
・

坂
部
広
勝
・
医
師
玄
鑑
（
今
大
路
親
清
）・
安
栖
・
儒
者
林
永
喜
等
と
詳
し
く
人
名
を
載
せ
て
い
る
。

『
本
光
国
師
日
記
』『
御
当
家
紀
年
録
』
の
い
ず
れ
に
も
加
藤
嘉
明
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
桑
田
忠
親
が
紹
介
し
た
「
近
代
雑
記　

坤
」

に
よ
れ
ば
、
勤
仕
す
る
時
間
は
昼
・
夜
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
な
構
成
で
あ
っ
た
と
い
う
（
９
）。
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昼 
 
 

加
藤
左
馬
助
、
立
花
飛
騨
守
、
佐
久
間
大
善
允
、
佐
久
間
備
前
守
、
前
場
半
入
、
谷
出
羽
守
、
平
野
遠
江
守
、
堀
田
若
狭
守
、

丹
羽
五
郎
左
衛
門
、
脇
坂
淡
路
守
、
日
野
唯
心
、
猪
子
内
匠
、
三
好
因
幡
守

夜 
 
 

近
藤
石
見
守
、
坂
部
三
十
郎
、
久
世
三
四
郎
、
初
鹿
野
伝
右
衛
門
、
真
田
隠
岐
守
、
横
田
甚
右
衛
門
、
永（
林
）喜
、
安（
田
村
カ
）聲

こ
こ
で
は
昼
の
部
の
筆
頭
に
、
加
藤
嘉
明
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
は
こ
れ
ま
で
の
人
名
と
重
複
す
る
。
そ
の
う
ち
、
前

場
半
入
が
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
没
、
近
藤
石
見
守
・
坂
部
三
十
郎
が
と
も
に
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
没
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
嘉
明
は
元
和
三
年
か
ら
同
六
年
の
間
に
秀
忠
咄
衆
に
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

な
お
、
嘉
明
の
居
所
と
行
動
は
、
不
明
な
点
が
多
い
。
お
そ
ら
く
、
元
和
前
期
に
秀
忠
咄
衆
に
加
え
ら
れ
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）

に
会
津
を
拝
領
す
る
ま
で
、
嘉
明
は
秀
忠
咄
衆
と
し
て
江
戸
に
詰
め
る
か
、
秀
忠
に
供
奉
し
て
上
洛
し
た
あ
と
、
一
時
帰
国
し
て
江
戸

に
戻
る
と
い
う
行
動
に
よ
り
、
居
所
の
変
化
を
知
る
情
報
が
少
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
逆
に
、
江
戸
在
府
中
の
大
名
間
の
交

流
を
示
す
本
書
状
群
は
、
嘉
明
が
秀
忠
咄
衆
と
し
て
江
戸
詰
を
し
て
い
た
際
に
発
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
豊
臣
秀
吉
に
仕
え

て
大
名
化
し
た
加
藤
嘉
明
が
、
徳
川
政
権
の
も
と
で
寛
永
四
年
に
陸
奥
会
津
四
十
万
石
を
拝
領
し
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
秀
忠
咄
衆

と
し
て
築
い
た
信
頼
関
係
お
よ
び
人
脈
を
位
置
づ
け
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
書
状
は
年
次
を
特
定
で
き
る
情
報
に
欠
け
る
た
め
、
本
稿
で
翻
刻
・
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
は
十
分
な
年
次
比
定
を
な
し
え

な
か
っ
た
。
今
後
の
利
用
の
な
か
で
検
討
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
史
料
翻
刻
】

凡
例

一�

、
表
題
に
は
年
月
日
・
発
給
者
を
掲
げ
、
丸
カ
ッ
コ
内
に
竹
田
文
庫
研
究
会
編
『
竹
田
文
庫
仮
目
録
』（
二
〇
〇
六
年
）
に
お
け
る
通
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番
号
を
「
通
」、
資
料
番
号
を
「
資
」
と
し
て
記
し
、
形
態
お
よ
び
寸
法
（
縦
×
横
、
単
位
は
㎝
）
を
載
せ
た
。

一�
、
資
料
の
掲
載
は
、
推
定
年
次
に
基
づ
く
編
年
順
と
し
、
年
次
推
定
に
幅
の
あ
る
場
合
は
下
限
の
順
と
し
、
寛
永
七
年
を
下
限
と
す
る

も
の
は
通
番
号
順
と
し
た
。
な
お
、
本
史
料
翻
刻
に
お
け
る
順
番
に
基
づ
き
、
掲
載
番
号
を
新
た
に
付
与
し
た
。

一�

、
各
史
料
は
、
翻
刻
文
に
続
き
、【
人
物
】【
年
次
】
を
載
せ
、
巻
末
に
書
判
の
写
真
を
掲
げ
た
。

一�

、
翻
字
に
は
、
常
用
文
字
を
用
い
、
適
宜
、
句
読
点
等
を
補
っ
た
。
欠
字
は
一
字
分
を
空
白
と
し
、
改
行
箇
所
に
は
／
を
挿
入
し
た
。

一�

、
史
料
は
料
紙
の
左
右
の
一
部
を
欠
損
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
場
合
は
［　

欠
損　

］
と
表
記
し
た
。
な
お
、
欠
損
の
文
字
数
が
推

定
で
き
る
場
合
に
は
、
■
を
挿
入
し
た
。

一�

、
判
読
不
能
・
難
読
の
文
字
に
は
、
□
を
挿
入
し
た
。

一�

、
史
料
翻
刻
・
人
物
比
定
・
年
次
推
定
の
作
業
は
、
九
州
大
学
人
文
科
学
府
に
お
け
る
近
世
史
演
習
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
川
邊
あ

さ
ひ
（
修
士
課
程
一
年
）・
越
坂
裕
太
（
同
）
が
担
当
し
た
。

 

【
包
紙
】

 

「
古　

９

�

加
藤
家
の
書
類　
　
　

目
録
ア
リ
」

１
、
二
月
十
六
日
付
浅
野
長
則
書
状
（
通
三
九
〇
二　
資
二
五
七
三
）　
竪
紙
（
三
五
・
五
×
五
二
・
五
）

　
　

以
上
、

御
礼
拝
見
忝
奉
存
候
、
然
者
来
／
廿
五
日
之
晩
御
出
被
成
儀
過
分
至
極
／
奉
存
候
、
自
是
可
申
上
処
ニ
御
慇
懃
／
之
至
、
却
而
致
迷
惑
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候
、
猶
期
貴
面
／
之
節
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　

二
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　

 

長
則
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
野
采
女

�

（
墨
引
き
）　

加
左
馬
助
様　
　
貴
報�　
　
　

長
則
」

 

【
人
物
】

浅
野
采
女
長
則 
　

天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
～
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
九
月
三
日

�
�

浅
野
長
政
の
三
男
。
諱
は
初
め
長
則
、
の
ち
長
重
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
正
月
よ
り
江
戸
で
徳
川
秀
忠
の
側
に
仕
え
る
。
同
六

年
、
下
野
真
岡
二
万
石
。
同
十
六
年
、
父
の
隠
居
領
を
継
い
で
常
陸
真
壁
五
万
石
。
大
坂
の
陣
後
、
常
陸
笠
間
城
を
得
て
五
万
三
千

石
。
細
川
忠
興
よ
り
茶
道
を
学
ぶ
。
妻
は
松
平
家
清
の
娘
。
官
位
は
、
慶
長
五
年
十
月
に
従
五
位
下
采
女
正
。

 

【
年
次
】　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
～
元
和
五
年
（
一
六
一
八
）
頃

�
�

直
重
が
秀
忠
の
側
仕
え
を
開
始
し
て
か
ら
、
長
重
の
名
乗
り
が
確
認
で
き
る
元
和
五
年
三
月
二
十
五
日
（
浅
野
長
重
知
行
宛
行
状
「
大

石
文
書
」）
か
ら
推
定
。

２
、
六
月
四
日
付
前
田
利
光
書
状
（
通
三
九
一
七
、
資
二
五
六
七
）　
竪
紙
（
三
七
・
〇
×
五
二
・
五
）

此
中
者
無
音
所
存
之
外
候
、
／
随
而
任
到
来
鮎
之
鮓
二
桶
／
令
進
入
之
候
、
猶
以
面
上
／
可
得
貴
意
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

六
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

 

利
光
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
筑
前
守

�

（
墨
引
き
）　

加
藤
左
馬
助
様　
人
□
御
□�

　

利
光
」
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【
人
物
】

松
筑
前
守
利
光 

　

前
田
利
常　

文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
～
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
十
月
十
二
日

�
�

前
田
利
家
四
男
。
諱
は
初
め
利
光
。
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
九
月
、
兄
利
長
の
嗣
子
と
な
る
。
慶
長
十
年
五
月
従
四
位
下
侍
従
・
筑

前
守
、
松
平
名
字
を
得
て
、
六
月
に
家
督
を
継
ぐ
。
徳
川
秀
忠
次
女
子
々
と
婚
姻
。
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
肥
前
守
利
常
に
改

め
た
。
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
に
隠
居
し
た
が
、
子
の
光
高
の
急
死
に
よ
り
、
孫
綱
紀
の
後
見
と
な
っ
た
。

 

【
年
次
】　

慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
～
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
頃

�
�

前
田
利
光
の
諱
か
ら
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
か
ら
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
ま
で
の
間
。
書
判
は
、「
花
押
３
型
」（
慶
長
十
七
年

閏
十
月
～
元
和
六
年
末
）
と
判
断
さ
れ
る
（
金
竜
教
英
「
前
田
利
常
の
花
押
変
遷
と
藩
政
」『
富
山
史
壇
』
九
二
、
一
九
八
六
年
）。

３
、
九
月
二
十
二
日
付
黒
田
忠
政
書
状
（
通
三
九
〇
九
、
資
二
五
六
九
）　
竪
紙
（
三
一
・
三
×
四
六
・
〇
）

一
書
致
啓
上
候
、
廿
四
日
大
隅
殿
御
出
／
付
、
御
光
儀
候
様
ニ
御
申
上
候
処
ニ
、
／
御
先
約
ニ
付
、
不
能
其
儀
候
、
／
廿
四
日
ハ
、
隅

州
よ
り
も
相
延
申
、
／
廿
五
日
之
晩
、
貴
公
様
義
被
成
御
／
出
候
様
と
の
儀
付
、
廿
五
日
晩
ニ
／
仕
候
、
御
隙
ニ
御
座
候
ハ
者
、
御
光

義
／
可
忝
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

九
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　

 

忠
政
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
右
衛
門
佐

�
�

（
墨
引
き
）
左
馬
助
様　
人
々
御
中�　
　
　

忠
政
」

 

【
人
物
】

大
隅
殿
・
隅
州 

　

小
出
三
尹　

天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
～
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
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�
�

和
泉
陶
器
初
代
当
主
。
生
母
は
豊
臣
秀
吉
の
生
母
な
か
の
妹
。
父
秀
政
は
秀
吉
の
重
臣
で
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
没
。
嫡
子
吉

英
が
和
泉
岸
和
田
五
万
石
を
継
ぎ
、
そ
れ
ま
で
得
て
い
た
但
馬
出
石
六
万
石
は
孫
の
吉
英
が
継
い
だ
。
三
尹
は
和
泉
大
鳥
郡
内
で
千

石
を
領
し
て
い
た
次
兄
秀
家
の
養
嗣
子
と
な
り
、
秀
吉
の
世
子
秀
頼
に
仕
え
た
。
慶
長
八
年
養
父
の
遺
領
を
相
続
。
翌
九
年
甥
吉
英

の
領
地
の
う
ち
、
和
泉
大
鳥
、
河
内
錦
部
、
摂
津
西
成
、
但
馬
気
多
・
美
含
五
郡
内
に
お
い
て
一
万
石
を
分
与
さ
れ
、
陶
器
を
居
所

と
し
た
。
加
藤
家
・
黒
田
家
・
小
出
家
は
、
保
科
正
直
の
娘
三
人
が
、
黒
田
長
政
・
加
藤
明
成
（
嘉
明
嫡
男
）・
小
出
吉
英
（
秀
政
嫡

孫
）
に
そ
れ
ぞ
れ
嫁
い
で
お
り
、
三
尹
は
吉
英
の
叔
父
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

松
平
右
衛
門
佐
忠
政 
　

黒
田
忠
之　

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
～
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
二
月
十
二
日

�
�

黒
田
長
政
の
嫡
男
。
母
は
徳
川
家
康
養
女
栄
（
実
は
保
科
正
直
の
娘
）。
慶
長
十
七
年
十
二
月
十
八
日
に
右
衛
門
佐
に
任
じ
ら
れ
、
同

十
八
年
正
月
二
十
一
日
に
江
戸
で
秀
忠
か
ら
松
平
の
称
号
と
秀
忠
の
偏
諱
（
忠
）
を
与
え
ら
れ
、
従
五
位
下
に
叙
爵
さ
れ
、
忠
長
を

名
乗
っ
た
。
そ
の
後
、
帰
国
し
、
慶
長
十
九
年
、
同
二
十
年
の
大
坂
冬
・
夏
の
陣
は
福
岡
か
ら
上
方
に
上
り
、
そ
の
後
、
帰
国
。
元

和
二
年
（
一
六
一
六
）
三
月
十
七
日
に
駿
府
着
、
病
床
の
家
康
に
対
面
後
、
帰
国
。
元
和
三
年
は
在
福
岡
、
同
年
十
二
月
頃
よ
り
在

江
戸
、
以
後
は
元
和
九
年
に
長
政
と
と
も
に
上
洛
す
る
ま
で
在
江
戸
。
な
お
、
忠
之
は
秀
忠
三
男
忠
長
の
諱
を
避
け
て
、
元
和
六
年

に
忠
政
に
改
め
た
と
さ
れ
る
（『
新
訂
黒
田
家
譜
』
一
）。
し
か
し
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
と
推
定
さ
れ
る
六
月
十
七
日
付
黒
田

忠
政
書
状
（『
福
岡
県
史
』
下－

一
一
九
一
）
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、
元
和
六
年
改
名
説
は
検
討
を
要
す
る
。
元
和
九
年
閏
八
月
四
日

に
父
長
政
の
死
去
に
よ
り
遺
領
を
継
ぎ
、
諱
を
忠
之
と
改
め
た
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
八
月
十
九
日
に
従
四
位
下
侍
従
、
正
保

四
年
（
一
六
四
七
）
三
月
二
十
八
日
に
筑
前
守
に
改
め
た
。

 

【
年
次
】
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）、
ま
た
は
元
和
八
年

 

黒
田
忠
之
が
松
平
右
衛
門
佐
忠
政
を
名
乗
る
元
和
五
年
頃
か
ら
元
和
九
年
閏
八
月
の
間
の
発
給
。
こ
の
間
、
忠
之
は
在
江
戸
。
一
方
、

加
藤
嘉
明
は
、
元
和
五
年
九
月
は
在
広
島
、
元
和
七
年
九
月
は
在
松
山
の
た
め
、
元
和
六
年
も
し
く
は
同
八
年
の
発
給
と
な
る
。
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４
、
八
月
二
十
六
日
付
本
多
忠
刻
書
状
（
通
三
九
一
三
、
資
二
五
八
一
）　
竪
紙
（
縦
三
一
・
五
×
横
四
六
・
三
）

�
�

以
上
、

昨
日
者
御
見
廻
忝
存
候
、
／
他
行
仕
不
掛
御
目
御
残
／
多
存
候
、
今
晩
式
部
殿
へ
／
参
申
候
、
あ
れ
へ
御
出
可
被
成
候
／
間
、
以
面
可

得
御
意
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

八
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　

忠
刻
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕

�

（
墨
引
き
）
加
藤
左
馬
様　
　

 
本
多
［
破
損
］

　
　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中�

　
　
　
　
　
　

」

 

【
人
物
】

式
部
殿 

　

加
藤
明
成　

天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
～
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
正
月
二
十
一
日

�
�

加
藤
嘉
明
の
長
男
。
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）「
多
病
に
し
て
国
務
に
た
へ
ず
」
と
し
て
領
地
返
上
を
願
い
、
会
津
四
十
万
石
は
収

公
さ
れ
、
長
男
の
明
友
が
石
見
吉
永
一
万
石
を
領
し
た
。
慶
長
八
年
（
一
六
〇
二
）
三
月
従
五
位
下
式
部
少
輔
、
寛
永
十
一
年
（
一

六
三
四
）
七
月
従
四
位
下
侍
従
。

本
多
忠
刻 

　

慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
～
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
五
月
七
日

�
�

伊
勢
桑
名
城
主
本
多
忠
政
の
長
男
。
本
多
忠
勝
の
孫
。
母
は
松
平
信
康
の
娘
熊
。
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
秀
忠
の
長
女
千
と
婚
姻
。

翌
三
年
忠
政
が
播
磨
姫
路
に
移
封
さ
れ
た
際
、
姫
路
城
の
部
屋
住
み
な
が
ら
十
万
石
を
与
え
ら
れ
た
。
官
位
は
、
慶
長
十
六
年
に
従

五
位
下
中
務
大
輔
。
元
和
九
年
よ
り
病
状
が
伝
え
ら
れ
る
。
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【
年
次
】　

慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
～
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）

忠
刻
の
叙
爵
か
ら
病
状
に
至
る
ま
で
の
間
。

５
、
正
月
十
八
日
付
加
藤
貞
泰
書
状
（
通
三
九
〇
四
、
資
二
五
八
九
）　
竪
紙
（
三
二
・
五
×
四
四
・
〇
）

�
�

返
　々

五
日
六
日
七
［　
　

破
損　
　

］
中
、
遠
但
馬
／
次
第
以
参
可
申
上
候　

以
上
、

御
振
舞
之
義
ニ
付
、
被
入
御
念
度
々
貴
札
／
一
入
奉
忝
存
候
、
来
五
日
・
六
日
・
七
日
も
約
束
無
／
御
座
候
之
間
、
遠
但
州
次
第
可
致

参
上
候
、
四
日
も
／
晩
ニ
ハ
隙
入
無
御
座
候
条
、
最
前
其
通
申
上
候
義
、／
自
然
誰
ニ
而
も
被
参
候
者
、
四
日
ニ
成
共
伺
公
／
可
仕
候
、

猶
追
而
可
得
御
意
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�
�

正
月
十
八
日　
　
　
　
　
　

 
貞
泰
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
左
近
大
夫

�

（
墨
引
き
）　

左
馬
助
□　
　
尊
報�　
　
　
　

貞
泰
」

 

【
人
物
】

遠
但
州 

　

遠
藤
但
馬
守
慶
隆　

天
文
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
～
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
三
月
二
十
一
日

�
�

美
濃
出
身
。
斎
藤
龍
興
、
織
田
信
長
・
信
孝
、
後
に
豊
臣
秀
吉
に
属
す
。
関
ヶ
原
合
戦
で
は
徳
川
方
に
付
き
、
美
濃
郡
上
八
幡
城
二

万
七
千
石
。
こ
の
後
、
美
濃
加
納
城
、
近
江
彦
根
城
、
江
戸
城
、
駿
府
城
、
名
古
屋
城
の
普
請
に
従
事
。
大
坂
の
陣
参
戦
。
寛
永
三

年
の
上
洛
に
も
供
奉
。
寛
永
九
年
正
月
の
秀
忠
死
去
に
伴
い
剃
髪
、
旦
斎
と
称
す
る
。
官
位
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
従
五
位

下
但
馬
守
。

加
藤
左
近
大
夫
貞
泰 

　

天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
～
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
五
月
二
十
二
日
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�
�

父
・
光
泰
の
死
後
、
美
濃
黒
野
四
万
石
。
関
ヶ
原
合
戦
で
は
家
康
に
従
い
、
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
に
伯
耆
米
子
六
万
石
。
元

和
三
年
に
伊
予
大
洲
六
万
石
。
左
衛
門
尉
・
左
近
大
夫
・
従
五
位
下
（
叙
任
日
不
明
）。

 

【
年
次
】
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
～
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）

�

加
藤
貞
泰
の
左
衛
門
尉
の
名
乗
り
が
確
認
で
き
る
慶
長
十
六
年
か
ら
、
そ
の
死
去
ま
で
。

６
、
二
月
二
十
六
日
付
牧
野
忠
成
書
状
（
通
三
九
一
四
、
資
二
五
八
二
）　
竪
紙
（
縦
三
二
・
五
×
横
四
七
・
八
）

�
�

以
上
、

一
書
令
啓
上
候
、
松
石
見
殿
御
知
／
行
御
拝
領
之
由
被
仰
越
、
嘸
々
／
御
満
足
奉
察
候
、
拙
者
式
迄
／
大
慶
無
申
斗
候
、
何
れ
も
明
日

／
之
時
分
、
致
伺
公
可
得
貴
意
候
、
／
恐
惶
謹
言
、

�
�

二
月
廿
六
日　
　
　
　

忠
成
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　

牧
駿
河
守

�

（
墨
引
き
）　
［　
　
　

破
損　
　
　
　
　

］」

 

【
人
物
】

松
石
見
殿 

　

松
下
石
見
守
重
綱　

天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
～
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
十
月
二
日

�
�

加
藤
嘉
明
の
婿
（
長
女
の
夫
）。
松
下
之
綱
の
二
男
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）、
遠
江
久
野
城
一
万
六
千
石
。
そ
の
後
、
①
慶
長
八

年
（
一
六
〇
三
）
正
月
十
五
日
、
常
陸
小
張
へ
移
封
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
四
百
十
二
で
は
、
無
断
で
石
垣
を
築
い
た
た
め
と
あ

る
。
さ
ら
に
、
②
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
は
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
三
月
に
封
地
を
下
野
国
那
須
郡
の
内
に
移
さ
れ
、「
加
恩

あ
り
て
二
万
八
千
石
を
領
し
烏
山
城
に
住
す
」
と
す
る
が
、『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
九
年
三
月
十
日
条
に
、「
江
戸
圭
首
座
仲
春
廿
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九
日
之
状
来
、
江
戸
珍
敷
事
も
無
之
候
、
松
下
石
見
殿
へ
御
加
増
」
と
あ
り
、
加
増
は
元
和
九
年
二
月
と
判
断
さ
れ
る
。
③
寛
永
四

年
（
一
六
二
七
）
三
月
、
嘉
明
の
会
津
移
封
に
あ
わ
せ
て
陸
奥
二
本
松
城
五
万
石
と
な
る
。
官
位
は
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
五

月
に
従
五
位
下
右
兵
衛
尉
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
五
月
に
石
見
守
。

忠
成 

　

牧
野
忠
成　

天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
～
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
十
二
月
十
六
日

�
�

慶
長
十
年
、
父
の
隠
居
後
、
上
総
大
胡
二
万
石
。
元
和
二
年
、
越
後
長
峰
城
五
万
石
、
元
和
四
年
越
後
長
岡
城
六
万
二
千
石
、
元
和

六
年
、
加
増
・
新
田
高
に
よ
り
七
万
四
千
石
。
福
島
正
則
の
義
兄
弟
に
あ
た
る
（
妹
が
正
則
の
妻
）
こ
と
か
ら
、
元
和
五
年
の
改
易

時
に
は
上
使
と
し
て
江
戸
屋
敷
に
下
っ
た
。
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
六
月
越
後
長
岡
に
初
入
部
。
官
位
は
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇

五
）
四
月
従
五
位
下
駿
河
守
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
右
馬
亮
。

 

【
年
次
】
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
カ

 

書
状
内
容
か
ら
、
懲
罰
的
所
替
の
①
の
可
能
性
は
低
い
。
③
と
す
れ
ば
、
嘉
明
の
会
津
移
封
の
件
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
違
和
感
が

あ
り
、
駿
河
守
の
官
名
か
ら
元
和
の
も
の
と
推
定
。

７
、
三
月
十
一
日
付
黒
田
長
政
書
状
（
通
三
九
〇
六
、
資
二
五
六
八
）　
竪
紙
（
三
一
・
三
×
四
六
・
〇
）

�
�

已
上
、

一
書
申
入
候
、
然
者
今
日
／
上
様
へ
香
炉
す
へ
申
候
盆
幷
／
松
葉
進
上
仕
候
処
、　

御
気
／
色
ニ
入
申
候
由
大
炊
殿
よ
り
被
仰
下
候
、／

則
今
晩
御
礼
ニ
可
致
伺
／
候
と
存
候
、
左
候
へ
ハ
、
数
寄
之
御
礼
ニ
も
／
重
而
参
候
之
事
く
と
く
候
間
、
次
ニ
／
可
申
入
と
存
候
、
貴

様
も
御
出
可
被
成
候
哉
、
／
但
拙
子
斗
先
可
参
候
哉
、
御
報
ニ
／
可
被
仰
下
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

三
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　

長
政
（
書
判
）
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「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
筑
前
守

�
（
墨
引
き
）　

加
左
馬
助
様　
人
々
御
中�

　
　

長
政
」

 

【
人
物
】

黒
筑
前
守
長
政 

　

黒
田
長
政　

永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
～
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
閏
八
月
四
日

�

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
三
月
、
従
四
位
下
筑
前
守
。
黒
田
忠
之
の
父
。

上
様 

　

徳
川
秀
忠　

天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
～
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
正
月
二
十
四
日

大
炊
殿 

　

土
井
利
勝　

天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
～
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
七
月
十
日

�
�

慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
四
月
、
従
五
位
下
大
炊
介
。
大
坂
の
陣
後
、
六
万
五
千
二
百
石
に
加
増
。
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
大
炊

頭
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
従
四
位
下
侍
従
。
慶
長
十
五
年
十
二
月
か
ら
寛
永
九
年
の
秀
忠
の
死
去
直
前
ま
で
秀
忠
付
年
寄
。

 

【
年
次
】
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
カ

 

黒
田
長
政
の
書
判
か
ら
元
和
期
。
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
ま
で
は
本
多
正
純
・
安
藤
重
信
が
黒
田
家
の
取
次
で
あ
り
（『
黒
田
家
文

書
』
二－

五
〇
）、
本
書
状
で
は
土
井
利
勝
が
取
次
を
担
当
し
て
い
る
の
で
、
元
和
九
年
の
可
能
性
が
高
い
。

８
、
八
月
十
五
日
付
南
部
利
直
書
状
（
通
三
九
二
三
、
資
二
五
九
〇
）　
竪
紙
（
縦
三
四
・
九
×
横
四
九
・
五
）

�
�

以
上
、

今
日
八
幡
参
詣
仕
、
唯
今
罷
帰
候
、
／
明
日
天
気
能
御
座
候
へ
ハ
御
能
／
御
座
候
由
、
志
摩
殿
ゟ
申
来
候
、
其
分
ニ
／
御
座
候
哉
、
貴

様
ニ
ハ
御
出
被
成
候
哉
、
／
昨
日
弥
左
衛
門
殿
被
申
候
通
ニ
候
ハ
ヽ
、
我
等
ハ
／
罷
出
間
敷
と
存
候
、
但
罷
出
候
ハ
て
不
叶
／
様
子
ニ

も
今
日
御
沙
汰
も
候
哉
、
承
度
候
、
／
恐
惶
謹
言
、
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�
�

八
月
十
五
日　
　
　
　

利
直
（
書
判
）

 
「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　

南
部
信
濃
守

�
（
墨
引
き
）
加
藤
左
馬
助
様　
［
欠
損
］ 

」

 

【
人
物
】

志
摩 

　

寺
沢
広
高　

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
～
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
四
月
十
一
日

 

豊
臣
秀
吉
に
仕
え
朝
鮮
出
兵
な
ど
で
活
躍
し
、
肥
前
唐
津
六
万
石
。
関
ヶ
原
合
戦
後
、
加
増
さ
れ
十
二
万
石
。
元
和
九
年
（
一
六
二

三
）・
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
上
洛
に
も
供
奉
。
ま
た
、
秀
忠
や
家
光
の
茶
の
相
手
も
度
々
務
め
た
。
官
位
は
、
天
正
十
七
年

（
一
五
八
九
）
に
従
五
位
下
志
摩
守
、
寛
永
三
年
八
月
に
従
四
位
下
。

弥
左
（
右
カ
）衛

門
殿 

不
明
。
秀
忠
・
家
光
の
側
近
か
。

・
石
川
弥
左
衛
門
貴
成
（
家
康
の
小
姓
→
書
院
番
）

・
永
井
弥
右
衛
門
白
元
（
書
院
番
、
寛
永
三
年
上
洛
に
供
奉
）

・
大
蔵
弥
右
衛
門
虎
清
（
狂
言
大
蔵
流
）

南
部
信
濃
守 

　

南
部
利
直　

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
～
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
八
月
十
八
日

 

父
は
信
直
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
家
督
相
続
。
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）・
寛
永
九
年
の
上
洛
に
供
奉
。
官
位
は
、
文
禄
四
年

（
一
五
九
五
）
十
二
月
に
従
五
位
下
信
濃
守
に
叙
爵
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
八
月
従
四
位
下
。

 

【
年
次
】
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
カ
。

八
月
十
五
日
能
開
催
の
記
事
か
ら
、
京
都
上
洛
中
の
こ
と
と
推
定
。
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９
、（
寛
永
元
年
）
正
月
六
日
付
鳥
居
忠
政
書
状
（
通
三
九
二
一
、
資
二
五
六
六
）　
竪
紙
（
三
六
・
〇
×
五
二
・
八
）

�
�

猶
々
、
致
参
上
候
儀
□
遅
々
仕
候
間
、
先
以
使
札
／
致
啓
上
候
、
何
も
面
上
□
可
得
御
意
候
、
以
上
、

新
春
之
御
慶
目
出
度
申
納
候
、
仍
而
／
旧
冬
早
々
参
而
可
申
儀
御
座
候
へ
と
も
、
／
手
前
何
角
取
紛
背
本
意
令
迷
／
惑
候
、
随
而
是
式

如
何
候
へ
共
、
蝋
燭
五
百
挺

四
十
目
掛
／
銀
子
五
十
枚
致
進
覧
候
、
今
度
従
／
最
上
初
而
罷
上
候
祝
儀
迄
御
座
候
、
／
恐
惶
謹
言
、

�
�

正
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
政
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
居
左
京
亮

�

（
墨
引
き
）
加
藤
左
馬
助
様　
人
々
御
中�　
　

忠
政
」

 

【
人
物
】

鳥
居
左
京
亮
忠
政 

　

永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
～
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
九
月
五
日

�
�

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
陸
奥
岩
城
平
十
万
石
。
大
坂
の
陣
で
は
江
戸
城
留
守
居
を
務
め
る
。
最
上
義
俊
の
改
易
後
、
元
和
八
年

（
一
六
二
二
）
九
月
に
出
羽
山
形
二
十
万
石
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
二
万
石
加
増
。
官
位
は
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
年

四
月
に
従
五
位
下
左
京
亮
に
叙
爵
、
寛
永
三
年
八
月
に
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
た
。

 

【
年
次
】
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）

 

最
上
氏
改
易
後
に
鳥
居
忠
政
が
最
上
に
入
部
す
る
の
が
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）。
元
和
九
年
二
月
六
日
鳥
居
忠
政
宛
伊
達
政
宗
書
状

（『
仙
台
市
史
』
二
三
五
九
）
に
よ
り
忠
政
の
最
上
在
国
が
確
認
で
き
（「
其
元
漸
御
有
付
候
哉
」）、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
四
月
五

日
に
忠
政
の
江
戸
在
府
が
確
認
で
き
る
（『
政
景
』）。
よ
っ
て
、
忠
政
が
最
上
か
ら
初
め
て
参
府
し
た
の
は
元
和
九
年
末
で
あ
り
、
本

書
状
は
年
が
明
け
た
元
和
十
年
（
二
月
三
十
日
よ
り
寛
永
に
改
元
）
の
発
給
と
確
定
す
る
。
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10
、
十
二
月
二
十
五
日
付
阿
部
正
次
書
状
（
通
三
九
〇
三
、
資
二
五
八
〇
）　
竪
（
縦
三
三
・
三
×
横
四
三
・
五
）

内
々
従
是
御
礼
可
申
上
／
候
処
ニ
尊
書
忝
存
候
／
明
廿
六
日
之
晩
、
各
々
致
／
同
道
必
参
上
仕
可
得
御
意
候
、
／
恐
惶
謹
言
、

�
�

極
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　

正
次
（
書
判
）

�
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
備
中
守

�

（
墨
引
き
）
加
藤
左
■
助
様　
　
御
報�

　

正
次

 

【
人
物
】

阿
部
備
中
守
正
次 

　

永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
～
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
十
一
月
十
四
日

�
�

家
康
に
近
侍
し
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
書
院
番
頭
。
同
十
六
年
に
大
番
頭
と
な
り
、
伏
見
城
番
を
勤
め
る
。
大
坂
の
陣
の
戦

功
に
よ
り
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
奏
者
番
と
な
り
、
同
三
年
上
総
大
多
喜
城
三
万
石
、
同
五
年
相
模
小
田
原
城
五
万
石
、
同

九
年
武
蔵
岩
槻
城
五
万
五
千
石
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
大
坂
城
番
と
な
り
八
万
六
千
石
余
。
官
位
は
、
慶
長
五
年
十
一
月
に
従

五
位
下
備
中
守
。

 

【
年
次
】
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
～
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）

阿
部
正
次
の
備
中
守
任
官
か
ら
大
坂
城
番
に
任
命
さ
れ
る
寛
永
三
年
五
月
の
前
年
ま
で
。

11
、
三
月
十
一
日
付
堀
尾
忠
晴
書
状
（
通
三
九
一
二
、
資
二
五
八
四
）　
竪
紙
（
縦
三
七
・
〇
×
横
五
三
・
八
）

�
�

以
上
、

一
書
令
啓
達
候
、
仍
昨
日
被
成
／
御
下
着
之
由
、
殊
長
途
之
御
／
草
臥
推
量
申
候
、
拙
者
も
二
三
日
／
以
前
参
越
之
儀
ニ
候
、　

御
目
見
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庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

／
申
候
ハ
者
、
企
参
謁
、
些
日
々
可
得
／
貴
意
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

三
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　

忠
晴
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　

堀
尾
［　

破
損　

］

�

（
墨
引
き
）　

加
藤
左
馬
様　
人
々
御
中�

　
　

 

忠
晴
」

 

【
人
物
】

堀
尾
忠
晴 

　

慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
～
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
九
月
二
十
日

 

慶
長
九
年
に
父
忠
氏
の
死
去
に
よ
り
、
六
歳
で
出
雲
富
田
二
十
四
万
石
（
の
ち
松
江
城
）
を
継
ぐ
。
慶
長
十
六
年
三
月
十
一
日
に
元

服
、
諱
を
忠
晴
と
し
、
従
五
位
山
城
守
に
叙
爵
。
同
月
二
十
日
従
四
位
下
。
同
年
、
祖
父
吉
晴
が
死
去
。
妻
は
奥
平
家
昌
の
娘
。
寛

永
三
年
（
一
六
二
六
）
八
月
侍
従
。
忠
晴
の
死
後
、
堀
尾
家
は
無
嗣
断
絶
と
な
っ
た
。

 

【
年
次
】
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
～
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）

 

堀
尾
忠
晴
の
元
服
後
、
お
よ
び
文
中
に
「
下
着
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
加
藤
嘉
明
の
会
津
移
封
前
。
三
月
十
日
に
加
藤
嘉
明
が
下
着
し

た
と
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

12
、
二
月
十
一
日
付
山
内
忠
義
書
状
（
通
三
九
三
〇
、
資
二
五
九
四
）　
竪
紙
（
三
六
・
七
×
五
一
・
〇
）

�
�

以
上
、

貴
札
拝
見
忝
存
候
、
仍
御
手
前
／
御
材
木
之
儀
大
形
御
極
被
成
候
由
／
御
尤
ニ
存
候
、
拙
者
手
前
も
済
よ
り
／
申
候
、
随
而
先
被
懸
御

目
候
書
付
／
御
用
之
由
被
仰
越
候
、
則
う
つ
さ
せ
懸
／
入
仕
候
、
何
も
期
尊
面
之
節
候
間
／
不
能
詳
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

二
月
十
一
日　
　
　
　
　
　

忠
義
（
書
判
）
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竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

 
「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
［
破
損
］

�
（
墨
引
き
）
加
左
馬
様　
貴
報�

　
　

 

［
破
損
］」

 

【
人
物
】

松
平
忠
義 
　

山
内
忠
義　

文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
～
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
十
一
月
二
十
四
日

�
�

幼
名
国
松
。
伊
右
衛
門
。
諱
は
初
め
康
豊
。
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
遠
江
掛
川
で
出
生
。
父
は
山
内
一
豊
の
弟
康
豊
、
母
は
水
野

氏
。
一
豊
の
養
子
と
な
る
。
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
七
月
一
日
従
五
位
下
対
馬
守
に
叙
任
、
同
年
十
一
月
十
三
日
襲
封
。
妻
は
家

康
養
女
、
実
は
久
松
松
平
定
勝
の
娘
。
慶
長
十
五
年
閏
二
月
十
八
日
に
松
平
名
字
、
従
四
位
下
土
佐
守
に
叙
任
。
諱
を
忠
義
と
改
め

る
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
八
月
侍
従
。

 

【
年
次
】　

慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
～
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）

山
内
忠
義
の
名
乗
り
開
始
か
ら
加
藤
嘉
明
の
会
津
移
封
ま
で
。

13
、
正
月
十
二
日
付
某
書
状
（
通
三
九
〇
五
、
資
二
五
八
七
）　
竪
紙
（
三
六
・
〇
×
五
二
・
〇
）

�
�

尚
々
［　
　

破
損　
　
　

］
忝
候
、［　
　

破
損　
　
　

］

乍
御
報
具
拝
見
仕
候
、
何
も
申
上
候
／
日
限
御
理
之
旨
得
其
意
奉
存
候
、
／
左
様
ニ
御
座
候
者
、
二
月
二
日
之
朝
／
御
出
被
成
可
被
下

候
、
当
月
之
儀
者
／
菟
角
相
延
申
候
、
若
二
月
二
日
之
朝
／
御
隙
入
候
者
、
同
五
日
之
朝
晩
之
内
御
／
来
儀
可
忝
候
、
何
も
以
参
上
可

得
／
御
意
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

正
月
十
二
日　
　
　
　
　
　

□
□
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕
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竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

�

（
墨
引
き
）
加
左
馬
助
様　
人
々
御
中�　

□
□
」

 
【
人
物
】

※��『
竹
田
家
文
庫
仮
目
録
』
で
は
、
差
出
人
を
「
長
政
」
と
し
て
い
る
。
書
判
か
ら
、
黒
田
長
政
・
浅
野
長
政
の
可
能
性
は
低
い
。
後
考

に
待
ち
た
い
。

 

【
年
次
】　

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

加
藤
嘉
明
の
左
馬
助
の
名
乗
り
開
始
か
ら
、
没
年
の
前
年
ま
で
。

14
、
四
月
二
十
八
日
付
佐
竹
義
宣
書
状
（
通
三
九
〇
七
、
資
二
五
九
一
）　
竪
紙
（
三
四
・
三
×
四
七
・
七
）

来
六
日
之
晩
、
於
書
院
ニ
御
茶
／
進
上
可
申
由
申
候
処
ニ
御
出
可
被
成
之
由
／
過
分
ニ
存
候
、
依
之
為
御
礼
貴
札
／
被
下
候
、
忝
存
候
、

併
餘
御
慇
懃
成
／
御
事
ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

卯
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　

 

義
宣
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
竹
右
京
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
宣

�

（
墨
引
き
）　

加
藤
左
馬
様　
貴
報
人
々
御
中�　
　
　

」

 

【
人
物
】

佐
竹
右
京
大
夫 

　

佐
竹
義
宣　

元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
～
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
正
月
二
十
五
日

�
�

義
重
の
子
。
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
家
督
相
続
。
常
陸
水
戸
城
五
十
四
万
五
千
八
百
石
。
関
ヶ
原
の
戦
後
、
出
羽
久
保
田
二
十

五
万
五
千
八
百
石
に
減
封
。
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
八
月
の
病
以
後
、
歩
行
困
難
と
な
り
乗
輿
を
認
め
ら
れ
た
。
官
位
は
、
天
正
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書
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十
八
年
（
一
五
九
〇
）
十
二
月
に
従
四
位
下
侍
従
、
右
京
大
夫
に
叙
任
、
寛
永
三
年
八
月
に
従
四
位
上
中
将
。

 
【
年
次
】
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

佐
竹
義
宣
の
右
京
大
夫
叙
任
か
ら
加
藤
嘉
明
の
死
去
の
前
年
ま
で
。

15
、
十
月
二
十
六
日
付
池
田
忠
雄
書
状
（
通
三
九
〇
八
、
資
二
五
八
三
）　
竪
紙
（
縦
三
六
・
〇
×
横
五
一
・
三
）

今
朝
者
御
来
駕
殊
更
／
緩
々
と
御
座
候
、
忝
存
候
、
／
先
為
御
礼
如
此
御
座
候
、
／
恐
惶
謹
言
、

�
�

十
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　

 

忠
雄
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
宮
内
少
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
雄

�

（
墨
引
き
）
加
藤
左
馬
助
様　
人
々
御
中�　
　
　

」
 

【
人
物
】

松
平
宮
内
少
輔 

　

池
田
忠
雄　

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
～
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
四
月
三
日

�
�

池
田
輝
政
の
三
男
。
母
は
徳
川
家
康
の
長
女
督
。
慶
長
十
三
年
に
元
服
、
従
五
位
下
宮
内
少
輔
に
叙
爵
さ
れ
、
松
平
名
字
を
許
さ
れ

る
。
慶
長
十
五
年
に
淡
路
洲
本
六
万
石
を
与
え
ら
れ
、
同
二
十
年
兄
忠
継
の
死
去
に
よ
り
備
前
岡
山
三
十
一
万
五
千
石
を
相
続
。
元

和
二
年
（
一
六
一
六
）
正
月
従
四
位
下
侍
従
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
八
月
正
四
位
下
参
議
。
諱
は
初
め
忠
長
、
元
和
六
年
九
月

頃
に
秀
忠
三
男
忠
長
の
諱
を
避
け
て
忠
雄
に
改
名
。

 

【
年
次
】
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

池
田
忠
雄
へ
の
改
名
後
か
ら
加
藤
嘉
明
の
死
去
の
前
年
ま
で
。
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庫
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藤
嘉
明
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書
状

16
、
十
二
月
五
日
付
本
多
忠
政
書
状
（
通
三
九
一
〇
、
資
二
五
七
〇
）　
竪
紙
（
縦
三
五
・
五
×
横
五
〇
・
〇
）

今
朝
者
被
成
御
来
儀
、
忝
存
候
／
以
参
御
礼
可
申
入
候
へ
共
、
却
而
御
／
六
ヶ
敷
御
座
候
ハ
ん
と
存
、
乍
／
自
由
無
其
儀
候
、
将
又
先

刻
者
／
為
御
礼
早
々
示
預
、
拝
見
過
分
／
至
存
候
、
猶
期
拝
顔
之
節
候
、
／
恐
惶
謹
言
、

�
�

極
月
五
日　
　
　
　
　
　
　

 

忠
政
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕

�
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
□
美
濃
□

�

（
墨
引
き
）　

加
藤
左
馬
助
様　
人
々
御
中�

忠
政
」

 

【
人
物
】

本
多
美
濃
守
忠
政 

　

本
多
忠
政　

天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
～
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
八
月
十
日

�
�

父
は
本
多
忠
勝
。
慶
長
十
五
年
十
一
月
、
遺
領
を
継
ぎ
伊
勢
桑
名
十
万
石
。
大
坂
の
陣
後
、
播
磨
姫
路
十
五
万
石
を
領
し
、
元
和
四

年
か
ら
築
城
開
始
。
官
位
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
四
月
に
従
五
位
下
美
濃
守
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
八
月
従
四
位
下
侍

従
に
叙
任
。

 

【
年
次
】
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

本
多
忠
政
の
美
濃
守
任
官
か
ら
加
藤
嘉
明
・
本
多
忠
政
が
没
す
る
前
年
ま
で
。

17
、
十
二
月
七
日
付
本
多
忠
政
書
状
（
通
三
九
一
一
、
資
二
五
七
二
）　
竪
紙
（
縦
三
一
・
五
×
横
四
六
・
〇
）

�
�
�

以
上
、
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竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

一
書
致
啓
上
候
、
先
日
之
侭
不
得
御
／
意
、
以
書
状
も
不
申
入
、
無
音
之
様
罷
過
候
、
／
爰
元
明
隙
以
参
上
、
ゆ
る
〳
〵
と
／
可
得
御

意
候
、
仍
任
到
来
鷹
之
／
鴈
二
令
進
献
候
、
猶
期
後
音
／
之
時
候
間
、
不
能
祥（
詳
）候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�
�

十
二
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

忠
政
（
花
押
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
美
濃
守

�

（
墨
引
き
）
加
藤
左
馬
［　
　
　

欠
損　
　
　

］
忠
政
」

 

【
人
物
】

本
多
美
濃
守
忠
政 

　

既
出　

天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
～
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
九
月
六
日

 

【
年
次
】
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

本
多
忠
政
の
美
濃
守
任
官
か
ら
加
藤
嘉
明
・
本
多
忠
政
が
没
す
る
前
年
ま
で
。
な
お
、
16
と
は
書
判
が
異
な
っ
て
い
る
。

18
、
二
月
二
十
三
日
榊
原
忠
次
書
状
（
通
三
九
一
五
、
資
二
五
七
七
）　
竪
紙
（
縦
三
四
・
七
×
横
四
八
・
〇
）

�
�

以
上
、

貴
札
忝
奉
存
候
、
如
仰
昨
日
者
／
御
尋
殊
緩
々
と
被
成
御
座
、
／
過
分
至
極
ニ
候
、
御
慇
懃
成
／
御
礼
還
致
迷
惑
候
、
何
様
／
以
参
上

可
得
御
意
候
、
恐
惶
／
謹
言
、

�
�

二
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　

 

忠
次
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　

□
□
式
部
太
輔

�

（
墨
引
き
）
加
藤
左
馬
助
様　
貴
報�

　
　

忠
次
」
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竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

 
【
人
物
】

式
部
太
輔
忠
次 

　

榊
原
忠
次　

慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
～
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
三
月
二
十
九
日

�
�

榊
原
康
政
の
孫
。
遠
江
横
須
賀
に
生
ま
れ
た
。
生
母
は
家
康
の
異
父
弟
久
松
松
平
康
元
の
娘
。
上
野
館
林
を
継
い
だ
叔
父
康
勝
が
元

和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
没
し
、
家
康
は
榊
原
家
の
廃
絶
を
憂
慮
し
て
忠
次
を
後
継
と
し
、
同
年
十
二
月
に
上
野
館
林
十
万
石
を
相

続
。
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
七
月
陸
奥
白
河
十
四
万
石
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
六
月
播
磨
国
姫
路
十
五
万
石
へ
移
る
。
元

和
二
年
元
旦
従
五
位
下
式
部
大
輔
・
松
平
名
字
を
許
さ
れ
、
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
従
四
位
下
、
寛
文
三
年
三
月
十
二
日
侍
従
。

 

【
年
次
】　

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

榊
原
忠
次
が
式
部
大
輔
を
称
す
る
元
和
二
年
以
降
、
加
藤
嘉
明
が
没
す
る
寛
永
八
年
の
前
年
ま
で
。

19
、
九
月
三
日
付
加
藤
忠
広
書
状
（
通
三
九
一
六
、
資
二
五
七
九
）
竪
紙
（
三
四
・
三
×
五
二
・
五
）

�
�

猶
々
、
被
入
［　
　
　

欠
損　
　
　

］
／
存
候
、［　
　

欠
損　
　
　

］、
以
上
、

御
慇
懃
之
御
札
忝
存
候
、
今
朝
者
／
御
腹
中
気
故
不
被
成
御
出
／
御
残
多
存
候
、
併
重
而
御
隙
／
次
第
可
申
請
候
、
式
部
少
輔
殿
御
出

／
緩
々
と
得
御
意
、
別
而
致
満
足
候
、／
殊
立
花
騨
州
迄
御
状
之
趣
、
唯
今
／
従
飛
騨
殿
も
被
仰
越
候
、
重
畳
入
御
念
候
／
通
忝
存
候
、

何
様
面
上
之
節
可
申
／
達
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

九
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

 

忠
広
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
［　
　
　

欠
損　
　
　
　

］

�

（
墨
引
き
）　

加
藤
左
馬
［　
　
　

欠
損　
　
　

］」
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竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

 
【
人
物
】

式
部
少
輔
殿 

　

加
藤
明
成　

既
出　

文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
～
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）

立
花
騨
州 
　

立
花
宗
茂　

永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
？
～
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）

�
�

高
橋
紹
運
の
子
で
、
戸
次
道
雪
の
娘
誾
千
代
の
婿
養
子
と
な
る
。
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
筑
後
柳
川
十
三
万
二
千
石
、
侍
従
。

関
ヶ
原
で
は
西
軍
方
に
つ
き
改
易
。
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
陸
奥
棚
倉
一
万
石
、
同
十
五
年
三
万
石
に
加
増
。
こ
の
間
、
秀
忠

や
江
戸
城
警
護
な
ど
の
「
番
方
」
の
役
を
務
め
た
と
さ
れ
る
。
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
正
月
に
秀
忠
咄
衆
と
な
り
、
同
六
年
十
一

月
に
柳
川
十
万
九
千
石
、
同
八
年
十
二
月
に
飛
騨
守
。
寛
永
十
五
年
十
月
に
公
式
に
隠
居
を
許
さ
れ
る
ま
で
、
秀
忠
・
家
光
の
側
に

仕
え
た
。

忠
広 

　

加
藤
忠
広　

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
～
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
閏
六
月
八
日

�
�

加
藤
清
正
（
肥
後
熊
本
五
十
四
万
石
）
の
三
男
。
慶
長
十
六
年
に
父
の
遺
領
を
継
ぎ
、
同
十
九
年
に
秀
忠
養
女
琴
（
実
は
蒲
生
秀
行
娘
）

と
婚
礼
。
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
六
月
に
領
国
を
没
収
さ
れ
、
出
羽
庄
内
の
酒
井
忠
勝
に
預
け
ら
れ
、
一
万
石
を
与
え
ら
れ
た
。

 

【
年
次
】
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

立
花
宗
茂
の
飛
騨
守
任
官
か
ら
加
藤
嘉
明
死
去
の
前
年
ま
で
。

20
、
二
月
二
十
八
日
付
某
書
状
（
通
三
九
一
八
、
資
二
五
七
一
）　
竪
紙
（
三
三
・
八
×
四
九
・
六
）

�
�

以
上
、

貴
札
忝
令
拝
見
候
、
仍
来
八
日
之
／
朝
御
茶
可
被
下
候
旨
、
過
当
至
極
、／
最
可
致
伺
公
候
へ
共
、
伊
達
遠
江
殿
／
此
方
へ
申
請
候
間
、

不
能
其
儀
候
、
何
も
／
斯
面
上
可
得
貴
意
候
、
恐
惶
謹
言
、
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竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

�
�

二
月
廿
八
日　
　
　
　
　

 

□
□
（
書
判
）

 
「（
端
裏
）　　
　
　
　
　
　
　

松
平
左
□
□
夫

�
（
墨
引
き
）
加
左
馬
様　
貴
報�

　
　
　

□
□
」

 

【
人
物
】

伊
達
遠
江
殿 
　

伊
達
秀
宗　

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
～
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
七
月
八
日

伊
達
政
宗
の
長
男
。
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
十
九
歳
で
徳
川
家
康
の
命
に
よ
り
、
井
伊
直
政
の
娘
と
結
婚
。
同
十
九
年
十
月
大

坂
冬
の
陣
に
出
陣
し
、
同
年
十
二
月
将
軍
秀
忠
か
ら
伊
予
宇
和
島
十
万
石
を
拝
領
。
官
位
は
、
慶
長
元
年
四
月
に
従
五
位
下
侍
従
、

元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
十
二
月
に
遠
江
守
に
改
め
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
八
月
に
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
た
。

松�

平
左
□
□
夫 

　

不
詳
。『
竹
田
文
庫
仮
目
録
』
で
は
「
政
義
」
と
判
断
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
相
当
す
る
人
物
の
特
定
は
で
き
て
い

な
い
。

 

【
年
次
】　

元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

伊
達
秀
宗
が
遠
江
守
に
任
官
す
る
元
和
八
年
十
二
月
以
降
、
加
藤
嘉
明
が
没
す
る
前
年
ま
で
。

21
、
三
月
七
日
付
立
花
宗
茂
書
状
（
通
三
九
一
九
、
資
二
五
八
六
）　
竪
紙
（
縦
三
三
・
八
×
横
五
二
・
二
）

御
礼
之
儀
、
堅
申
請
■
間
、
従
是
／
不
申
入
候
処
、
御
相
違
之
貴
札
、
致
／
迷
惑
候
、
今
朝
者
緩
々
と
御
座
候
而
／
忝
存
候
、
猶
以
貴

面
可
得
御
意
候
、
恐
惶
／
謹
言
、

�
�

三
月
七
日　
　
　
　
　
　

宗
茂
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　

立
飛
［
欠
損
］
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竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

�

（
墨
引
き
）
加
左
馬
助
様　
御
報　

�

宗
茂
」

 
【
人
物
】

立
花
宗
茂 
　

既
出　

永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
？
～
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
十
一
月
二
十
五
日

 

【
年
次
】
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

 

立
花
宗
茂
が
飛
騨
守
へ
改
称
し
た
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
か
ら
、
加
藤
嘉
明
の
死
去
す
る
前
年
ま
で
。
そ
の
間
の
寛
永
元
・
三
・

六
は
、
宗
茂
が
在
柳
川
の
た
め
除
外
。
書
判
の
形
か
ら
は
、
寛
永
二
年
頃
カ
（
穴
井
綾
香
「
立
花
鑑
虎
の
実
名
と
花
押
」『
九
州
文
化

史
研
究
所
紀
要
』
五
二
、
二
〇
〇
九
年
）。

22
、
四
月
十
四
日
付
山
内
忠
義
書
状
（
通
三
九
二
〇
、
資
二
五
九
三
）　
竪
紙
（
縦
三
六
・
二
×
横
五
〇
・
〇
）

�
�

以
上
、

来
十
八
日
之
晩
被
成
御
光
儀
候
／
為
御
礼
貴
札
忝
奉
存
候
、
併
／
御
慇
懃
之
至
還
而
迷
惑
／
仕
候
、
弥
無
御
失
念
、
奉
待
候
、
／
恐
惶

謹
言
、

�
�

卯
月
十
四
日　
　
　
　

 

忠
義
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
土
佐
守

�

（
墨
引
き
）
加
左
馬
様　
貴
報�

　
　

忠
義
」

 

【
人
物
】

松
土
佐
守
忠
義 

　

山
内
忠
義　

既
出　

文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
～
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
十
一
月
二
十
四
日
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竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

 
【
年
次
】　

慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

山
内
忠
義
の
名
乗
り
開
始
か
ら
加
藤
嘉
明
死
去
の
前
年
ま
で
。

23
、
二
月
十
日
付
永
井
尚
政
書
状
（
通
三
九
二
二
、
資
二
五
七
八
）　
竪
紙
（
縦
三
三
・
七
×
横
四
八
・
四
）

�
�
�

以
上
、

貴
札
令
拝
見
候
、
仍
御
庭
之
花
／
被
成
御
上
候
、
即
致
披
露
候
処
、
／
一
段
見
事
成
椿
之
由
被
成
／
御
意
、
御
仕
合
残
所
無
御
座
候
、

／
猶
面
上
ニ
可
申
上
候
、
恐
惶
／
謹
言
、

�
�
�

二
月
十
日　
　
　
　
　

 
尚
政
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　

永
井
信
濃
守

�

（
墨
引
き
）
毛
利
甲
州
［　
　

 

欠
損 　
　

］」
 

【
人
物
】

永
井
信
濃
守
尚
政 

　

天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
～
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
九
月
十
一
日

�
�

永
井
直
勝
の
長
男
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原
合
戦
に
従
軍
し
、
同
七
年
に
秀
忠
の
近
習
と
し
て
千
石
を
与
え
ら
れ
た
。
同

十
年
四
月
に
従
五
位
下
信
濃
守
。
大
坂
の
陣
で
は
家
康
軍
に
属
し
、
小
姓
組
番
頭
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
上
総
潤う
る

井い

戸ど

一
万

石
。
同
八
年
に
老
職
と
な
る
が
、
同
九
年
家
光
の
将
軍
襲
職
後
は
西
の
丸
老
職
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
父
の
遺
領
を
合
わ
せ

下
総
古
河
八
万
九
千
百
石
。
同
九
年
の
秀
忠
死
去
後
は
、
秀
忠
廟
の
普
請
を
担
当
。
翌
年
三
月
に
老
職
を
解
任
と
な
り
、
山
城
淀
十

万
石
に
転
封
と
な
っ
た
。

毛
利
甲
州 

　

毛
利
秀
元　

天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
～
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
閏
十
月
三
日
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竹
田
文
庫
伝
来
加
藤
嘉
明
宛
書
状

毛
利
（
穂
井
田
）
元
清
の
子
。
毛
利
輝
元
の
養
子
と
な
り
、
天
正
十
八
年
に
元
服
、
秀
元
と
称
す
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
長
門

山
口
十
八
万
石
。
関
ケ
原
合
戦
後
、
長
門
長
府
三
万
六
千
石
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
六
月
の
福
島
正
則
改
易
時
に
は
、
嘉
明
と

共
に
広
島
城
受
取
役
を
担
当
。
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
か
ら
家
光
伽
衆
。
官
位
は
天
正
八
年
に
右
京
大
夫
、
文
禄
元
年
（
一
五
九

二
）
十
月
に
正
四
位
上
侍
従
、
同
四
年
七
月
正
三
位
参
議
、
甲
斐
守
。

 

【
年
次
】
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
～
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）

永
井
尚
政
の
老
中
就
任
か
ら
徳
川
秀
忠
が
死
去
す
る
寛
永
九
年
正
月
の
前
年
ま
で
。

24
、
三
月
二
十
九
日
付
毛
利
秀
元
書
状
（
通
三
九
二
四
、
資
二
五
七
七
）　
竪
紙
（
縦
三
五
・
〇
×
横
四
八
・
〇
）

御
札
拝
見
候
、
如
仰
昨
日
者
於　

殿
中
／
少
得
御
意
候
、
仍
南
部
山
城
殿　

御
／
眼
気
速
御
快
気
御
太
慶
之
由
／
尤
ニ
存
候
、
為
御
礼

被
仰
越
御
慇
懃
／
之
儀
共
候
、
何
様
期
面
拝
之
節
候
、
／
恐
惶
謹
言
、

�
�

三
月
廿
九
日　
　
　
　
　

 

秀
元
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
［　
　

欠
損　
　

］

�

（
墨
引
き
）　

加
左
馬
□
様　
御
報�　
　

秀
元
」

 

【
人
物
】

南
部
山
城
殿 

　

南
部
重
直　

慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
～
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
九
月
十
二
日

加
藤
嘉
明
の
娘
婿
（
※
）。
南
部
利
直
の
三
男
。
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
十
月
、
父
利
直
の
死
去
に
よ
り
陸
奥
三
戸
（
の
ち
盛
岡
）

十
万
石
を
継
ぐ
。
官
位
は
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
十
二
月
に
従
五
位
下
山
城
守
。

※
嘉
明
の
娘
に
、「
母
は
守
岡
氏
。
南
部
山
城
守
重
直
が
室
と
な
り
、
の
ち
離
婚
す
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』）」
と
記
さ
れ
る
女
性
が
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い
る
。『
明
公
秘
録
』（
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
の
跋
文
）
で
、「
南
部
信
濃
守
利
直
公
奥
様　

明
暦
元
未
年
（
一
六
五
五
）
正
月
十

七
日
御
逝
去
、
御
法
名
芳
林
院
殿
、
御
乱
心
ニ
テ
御
離
別
之
由
」
と
記
さ
れ
る
女
性
の
こ
と
だ
ろ
う
。
な
お
、
婚
礼
や
離
縁
の
時
期

は
不
明
。

秀
元 

　

毛
利
秀
元　

既
出

 

【
年
次
】
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

南
部
重
直
の
山
城
守
任
官
か
ら
加
藤
嘉
明
死
去
の
前
年
ま
で
。

25
、
十
二
月
二
十
日
付
徳
川
頼
房
書
状
（
通
三
九
二
五
、
資
二
五
八
五
）　
竪
紙
（
縦
三
四
・
三
×
横
五
一
・
五
）

今
度
御
祝
言
之
儀
目
出
度
／
存
之
旨
、
先
刻
以
使
申
入
候
処
、
／
御
慇
懃
之
御
状
被
入
御
念
之
段
、
／
結
句
令
迷
惑
候
、
猶
面
上
之
砌

／
可
申
述
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

十
二
月
廿
日　
　
　
　
　
　

頼
房
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

［
欠
損
］

�

（
墨
引
き
）
加
藤
左
馬
助
様　
御
報�

　

頼
房
」

 

【
人
物
】

頼
房 

　

徳
川
頼
房　

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
～
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
七
月
二
十
九
日

常
陸
水
戸
初
代
。
慶
長
八
年
八
月
十
日
、
徳
川
家
康
の
末
子
と
し
て
伏
見
城
に
生
ま
れ
る
。
幼
名
は
鶴
千
代
（
一
名
鶴
松
）。
母
は
正

木
頼
忠
の
娘
万
。
家
康
の
別
妻
勝
（
太
田
梶
、
の
ち
英
勝
院
）
の
養
子
と
な
る
。
慶
長
十
年
三
歳
の
と
き
常
陸
下
妻
十
万
石
、
同
十

四
年
十
二
月
十
二
日
水
戸
二
十
五
万
石
。
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
三
万
石
を
加
増
さ
れ
二
十
八
万
石
。
慶
長
十
六
年
に
元
服
、
従
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四
下
右
少
将
。
元
和
六
年
八
月
二
十
一
日
正
四
位
下
右
少
将
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
八
月
十
九
日
従
三
位
権
中
納
言
。
寛
永
四

年
正
月
七
日
正
三
位
。

 

【
年
次
】
元
和
二
年
（
一
六
一
七
）
か
ら
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

徳
川
家
康
が
死
去
し
て
徳
川
頼
房
が
江
戸
に
移
る
元
和
二
年
以
降
、
加
藤
嘉
明
が
死
去
す
る
前
年
ま
で
。
な
お
、
嘉
明
が
松
山
に
い

る
元
和
七
年
、
会
津
に
い
る
寛
永
五
年
・
同
七
年
は
除
外
さ
れ
る
。

26
、
十
二
月
十
九
日
付
山
内
忠
義
書
状
（
通
三
九
二
九
、
資
二
五
九
二
）　
竪
紙
（
縦
三
六
・
七
×
横
五
一
・
七
）

�
�

以
上
、

御
札
拝
見
忝
存
候
、
如
御
意
／
昨
夜
被
参
上
仕
、
得
御
意
本
／
懐
至
極
候
、
御
慇
懃
ニ
示
被
下
／
段
、
還
而
迷
惑
仕
候
、
何
も
期
面
／

拝
奉
候
、
恐
惶
謹
言
、

�
�

極
月
十
九
日　
　
　
　
　
　

忠
義
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　

�

松
平
土
［
破
損
］

�

（
墨
引
き
）
加
左
馬
様　
　
御
報�

　
　

 

忠
義
」

 

【
人
物
】

松
平
土
佐
守
忠
義 

　

山
内
忠
義　

既
出　

文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
～
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
十
一
月
二
十
四
日

 

【
年
次
】
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
～
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）

山
内
忠
義
の
土
佐
守
任
官
か
ら
加
藤
嘉
明
死
去
の
前
年
ま
で
。
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27
、
二
月
二
十
八
日
付
某
利
政
書
状
（
通
三
九
三
一
、
資
二
五
八
八
）　
竪
紙
（
縦
三
五
・
五
×
横
四
九
・
八
）

�
�

尚
以
被
寄
思
［　
　

破
損　
　
　

］
／
様
子
付
而
不
［　

破
損　
　
　

］
何
様
／
以
貴
面
御
礼
可
申
上
候
、
以
上
、

貴
札
拝
見
忝
存
候
、
然
者
／
来
八
日
之
朝
御
茶
可
被
下
之
由
、
／
過
当
至
極
奉
存
候
、
尤
致
祗
候
／
可
申
上
候
へ
共
、
八
日
之
朝
加
々

爪
民
部
殿
／
可
申
請
通
、
兼
約
仕
候
条
被
成
御
／
免
可
被
下
候
、
重
而
御
次
之
節
被
召
寄
候
者
、／
可
忝
候
、
猶
以
参
御
礼
可
申
上
候
、

恐
惶
／
謹
言
、

�
�

二
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　

□
□
（
書
判
）

 

「〔
端
裏
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
右
［　

破
損　

］

　
（
墨
引
き
）
加
左
馬
様　
　
貴
報�

　
　
 
利
□
」

�
�
�

 

【
人
物
】

加
々
爪
民
部 

　

加
々
爪
忠
澄　

天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
～
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
正
月
三
十
日

�
�

父
は
加
々
爪
政
尚
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
秀
忠
の
面
前
で
元
服
。
諱
一
字
を
与
え
ら
れ
忠
澄
と
名
乗
る
。
大
坂
の
陣
で
は
使
番

を
勤
め
る
。
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
正
月
目
付
、
同
八
年
九
月
町
奉
行
、
同
十
七
年
正
月
大
目
付
な
ど
幕
府
の
重
職
を
歴
任
。
寛

永
二
年
七
月
武
蔵
・
相
模
・
下
総
で
四
千
五
百
石
、
同
十
年
四
千
石
加
増
。
寛
永
十
八
年
正
月
晦
日
、
京
橋
桶
町
か
ら
出
火
し
た
大

火
災
の
消
火
に
出
動
中
に
没
し
た
。
官
位
は
、
元
和
元
年
十
二
月
に
従
五
位
下
民
部
少
輔
。

 

【
年
次
】　

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
～
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）

加
々
爪
忠
澄
の
民
部
少
輔
任
官
の
翌
年
か
ら
加
藤
嘉
明
の
死
去
年
ま
で
。
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28
、
六
月
十
六
日
古
田
重
然
披
露
状
（
通
三
九
二
八
、
資
二
五
七
四
）　
折
紙
（
縦
三
二
・
四
×
横
四
八
・
〇
）

�
�

以
上
、

御
書
拝
見
仕
候
、
／
仍
明
後
日
十
八
日
之
／
昼
、
可
被
成
入
御
之
旨
／
忝
奉
存
候
、
尤
致
／
伺
公
御
礼
可
申
上
候
へ
共
、
／
明
日
大
津

へ
罷
越
候
間
、
／
其
儀
無
御
座
候
、
明
／
後
日
者
午
之
刻
に
／
奉
待
候
、
委
細
宮
法
老
へ
／
申
入
候
、
此
等
之
旨
御
披
露
／
所
仰
候
、

恐
惶
謹
言
、

�
�

　
　
　
　
　
　
　
　

古
田
織
部

�
�

六
月
十
六
日　
　
　
　
　
　

重
然
（
書
判
）

�
�

下
宮
法
老

�
�

　
　
　
　
　
　
（
異
筆
）「
古
田
織
歩
」

 

【
人
物
】

宮
法
・
下
宮
法
老 

　

下
宮
頼
芸　

天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
～
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
九
月
一
日

西
本
願
寺
坊
官
宮
内
卿
家
。
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
法
橋
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
法
眼
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
八

月
十
九
日
に
法
印
に
叙
さ
れ
る
（『
地
下
家
伝
』
五
）。

古
田
織
部 

　

古
田
重
然　

天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
～
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
六
月
十
一
日

通
称
左
介
。
諱
は
初
め
景
安
。
織
部
流
茶
道
の
開
祖
。
織
田
信
長
の
美
濃
侵
攻
時
に
父
重
定
と
と
も
に
参
戦
、
ま
た
山
城
・
摂
津
の

代
官
を
勤
め
た
。
慶
長
二
十
年
六
月
十
一
日
、
豊
臣
方
に
内
通
し
謀
反
を
企
て
た
罪
に
問
わ
れ
、
伏
見
の
自
邸
で
切
腹
。
天
正
十
三

年
（
一
五
八
五
）
従
五
位
下
織
部
正
、
天
正
十
六
頃
に
諱
を
重
然
と
改
め
た
。
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【
年
次
】　

天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
～
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）

古
田
織
部
の
叙
任
及
び
生
没
年
に
よ
る
。
な
お
、
本
書
状
と
加
藤
嘉
明
の
関
係
は
不
詳
。

29
、
六
月
二
十
一
日
付
某
書
状
（
通
三
九
三
四
、
資
二
五
七
六
）　
竪
紙
（
三
二
・
七
×
四
八
・
五
）

先
日
御
約
束
申
上
候
歌
書
／
染
黒
筆
致
進
上
候
、
中
々
／
応
御
意
申
ま
し
く
候
へ
と
も
、
／
依
背
義
愈
不
存
憚
候
、
／
御
在
京
中
御
慰

と
奉
存
／
は
や
き
を
本
と
不
取
散
／
右
之
通
御
座
候
、
猶
期
後
音
／
之
時
候
、
恐
惶
不
備
、

�
�

林
鐘
念
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
花
押
）

 

「〔
端
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

比
良
□
（
羅
カ
）

�
�
 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
□

�

（
墨
引
き
）
御
手
洗
四
兵
衛
様　
　
　
　
　
　

□
□

　
　
　
　
　
　
　
　

 

□
□
□
□　
　
　
　
　
　
　
　

」
 

【
人
物
】

御
手
洗
四
兵
衛 

　

御
手
洗
定
重　

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
～
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
八
月
一
日

榎
下
六
左
衛
門
憲
清
の
二
男
。
母
は
武
田
家
の
臣
早
川
半
兵
衛
の
娘
。
御
手
洗
正
久
の
養
子
と
な
る
。
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
七

月
に
徳
川
秀
忠
に
初
目
見
え
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
正
月
に
目
付
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
十
一
月
に
佐
渡
奉
行
。
相
模
国

の
う
ち
に
五
百
石
を
加
増
さ
れ
た
。

 

【
年
次
】　

元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
～
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

本
書
状
と
加
藤
嘉
明
の
関
係
は
不
詳
。
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元和10年
寛永元年（1624）

１月６日江戸（竹田９）、２月25日江戸（佐竹義宣邸で数寄、加藤嘉明・
寺沢広高来訪『政景』）、３月13日江戸（嘉明邸にて数寄、佐竹義宣来訪
『政景』）、４月２日江戸（『慈性』）

寛永２年（1625） ―
寛永３年（1626） ８月19日京都（侍従に叙任『公伝』『政景』）、９月６日京都（「二条城行

幸辻固」『事蹟』）、９月19日京都（『筑紫』）、９月20日京都（『慈性』）、11
月19日～12月21日松山（『国師』）

寛永４年（1627） ２月10日江戸（会津移封『水口』）、４月４日江戸（『国師』）、５月４日
会津着（「五月四日ニ入国之由申来」『国師』）、８月20日会津（『政景』）

寛永５年（1628） ３月21日江戸（『慈性』）、５月15日江戸（『慈性』）、８月３日江戸（『慈
性』）、８月４日江戸（帰国の暇を得る『綜覧』）→会津

寛永６年（1629） 閏２月９日会津（家光疱瘡見舞いのため会津出発するも、帰国を命じら
れる『実紀』）、４月～９月会津（『国師』）

寛永７年（1630） ４月15日江戸（西丸で秀忠が数寄、相客佐竹義隆・細川三斎・毛利秀元・
加藤嘉明『政景』）

寛永８年（1631） ２月30日会津（『国師』）、８月５日江戸着（『細川』10-447）、９月12日江
戸にて死去（69歲）

【典拠】
『阿沼美』：  『阿沼美神社文書』（東京大学史料編纂所、3071.83-24-4）
『猪野』：『猪野文書』（東京大学史料編纂所、3071.84-15-7-3）
『加藤』：  「加藤家年譜」（伊豫史談会編『加藤嘉明公』）、1930年）
『寛政』：  『新訂寛政重修諸家譜』773
『公伝』：  「贈従三位加藤嘉明公傳」（伊豫史談会編『加藤嘉明公伝』、1930年）
『国師』：  『新訂本光國師日記』
『慈性』：  『史料纂集　慈性日記』
『草案』：  『藩世界と公儀』（代表深谷克己、2005－7科学研究費補助金研究成果報告書）
『事蹟』：  『加藤嘉明事蹟調査書』（東京大学史料編纂所、2044-104）
『実紀』：  『新訂増補国史大系　徳川実紀』
『綜覧』：  『史料綜覧』
竹田：本稿掲載史料（『竹田文庫』）
『筑紫』：筑紫文書（国立国会図書館WA25-10）
『日件』：  『史料纂集　慶長日件録』
『細川』：  『大日本近世史料　細川家史料』
『政景』：  『大日本古記録　梅津政景日記』
『水口』：  『近江水口加藤文書』（東京大学史料編纂所、3071.61-7）
『凉源』：  「凉源院殿御記」（国立公文書館、263-88）
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〔参考〕加藤嘉明の居所と行動（1600～1631）
慶長５年（1600） ７月22日岐阜（『寛政』）、９月15日関ヶ原（『寛政』）、12月伊予（『公伝』）
慶長６年（1601） ３月８日松前（『公伝』）、５月21日松前（『公伝』）
慶長７年（1602） ―
慶長８年（1603） ２月京都（家康将軍宣下に従う『寛政』）、３月25日京都（『水口』）、10

月松山（松前より松山城へ移住『加藤』）
慶長９年（1604） 閏８月から12月松山（築城『公伝』）
慶長10年（1605） ４月京都（秀忠将軍宣下に従う『寛政』）
慶長11年（1606） ２月江戸城修築普請
慶長12年（1607）〔駿府築城〕10月４日駿府（德川家康内書『水口』）
慶長13年（1608） ４月松山（『猪野』）、〔丹波篠山普請〕、８月16日篠山（徳川秀忠内書『水

口』）
慶長14年（1609） 10月17日松山（『草案』106、107）、〔11月名古屋築城〕
慶長15年（1610） ６月20日名古屋（徳川家康内書『水口』）、８月25日名古屋（『草案』130）、

10月15日名古屋→京都着（『草案』178）
慶長16年（1611）〔３月京都二条城会見〕、10月21日江戸（「加藤左馬助、其外大名衆相伴」

『日件』）
慶長17年（1612） 12月江戸（「中国四国西国大名、於駿府越年」『当代』）
慶長18年（1613） １月３日駿府発→江戸（「三日に立駿府、江戸へ被下」『当代』）、11月18

日江戸（嘉明邸に秀忠来訪、明成婚儀『年譜』）
慶長19年（1614）〔大坂冬の陣〕　10月７日在江戸（「福島左衛門大夫・黒田筑前守・加藤

左馬助是三人被残江戸」『当代』）
慶長20年（1615）〔大坂夏の陣〕　５月大坂（『寛政』）
元和２年（1616）〔４月21日駿府にて徳川家康没〕
元和３年（1617）〔秀忠上洛〕　７月11日～８月20日京都（『慈性』）、９月５日京都（『水

口』）
元和４年（1618） ―
元和５年（1619）〔秀忠上洛〕　５月京都（供奉『寛政』）、６月広島（広島城受け取り『政

景』）、12月松山（『阿沼美』）
元和６年（1620） ７月18日江戸（『細川』8-30）
元和７年（1621） ８月頃江戸発（暇を得る『細川』8-51）、８月８日～20日京都（『凉源』

『慈性』）→松山　
元和８年（1622） １月22日江戸嘉明邸焼失（『細川』9-81）、２月22日～28日京都（『凉源』）、

３月16日江戸着（『政景』）、９月15日江戸（家光鎧着初『寛政』）、10月
17日江戸（『細川』9-115）

元和９年（1623） １月11日江戸（江戸城本丸茶会『綜覧』）、３月11日江戸（竹田７）、閏
８月23日京都（従四位下に叙される『水口』）、12月江戸（竹田９）
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註

（
1
） 
本
目
録
は
、
竹
田
文
庫
研
究
会
に
よ
っ
て
『
福
岡
県
立
図
書
館
委
託
竹
田
文
庫
仮
目
録
』（
二
〇
〇
六
年
）
と
し
て
整
備
さ
れ
、
資
料
番
号

と
は
別
に
通
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
に
も
竹
田
文
庫
が
伝
来
す
る
。

（
2
） 

長
門
谷
洋
治
「
竹
田
昌
慶
」『
国
史
大
辞
典
』
九
（
吉
川
弘
文
館
）。

（
3
） 

『
新
修
福
岡
市
史
』
資
料
編
中
世
①
市
内
所
在
文
書
に
、
福
岡
県
立
図
書
館
竹
田
文
庫
資
料
と
し
て
、
新
見
文
書
・
下
間
文
書
が
翻
刻
・
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

『
安
城
ゆ
か
り
の
大
名　

時
代
を
駆
け
抜
け
た
武
将　

加
藤
嘉
明
』（
安
城
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
四
年
）。
な
お
、
加
藤
嘉
明
の
伝
記
に

関
し
て
は
、『
加
藤
嘉
明
公
草
稿
』『
加
藤
嘉
明
公
譜
』『
嘉
明
神
御
伝
』（
以
上
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）、
伊
予
史
談
会
編
『
加
藤
嘉

明
公
』（
一
九
三
〇
年
）、「
明
公
秘
録　

乾
坤
」（
松
山
市
史
料
集
編
集
委
員
会
編
『
松
山
市
史
料
集
』
二
、
一
九
八
七
年
）
等
が
あ
る
が
、

『
藩
翰
譜
』
や
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
等
の
記
事
と
大
同
小
異
で
あ
り
、
今
後
の
悉
皆
的
な
文
書
調
査
に
よ
り
そ
の
履
歴
を
跡
づ
け
る
必
要

が
あ
る
。

（
5
） 

寺
島
隆
史
「
加
藤
嘉
明
・
大
友
義
統
発
給
文
書
等
に
つ
い
て
―
上
田
藩
士
河
合
家
伝
来
加
藤
文
書
を
中
心
に
―
」（『
信
濃
』
六
六－

八
、
二
〇
一
四
年
）。
た
だ
し
、
名
古
屋
城
普
請
に
触
れ
た
八
月
十
八
日
付
加
藤
図
書
宛
書
状
で
は
、
書
判
に
嘉
明
と
あ
る
（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
蔵
『
加
藤
文
書
』
二
〇
七
一
・
五
五－
五
）。
写
本
な
の
で
誤
写
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
な
お
検
討
の
余
地
は
あ
る
。
ま
た
、
名

古
屋
城
普
請
に
関
し
て
は
、
藤
井
讓
治
「
六
月
二
十
日
付
「
其
元
普
請
」
家
康
御
内
書
の
年
代
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
八
二
五
、
二

〇
一
七
年
）
参
照
。

（
6
） 

甲
賀
市
教
育
委
員
会
事
務
局
歴
史
文
化
財
課
編
『
水
口
藩
加
藤
家
文
書
調
査
報
告
書
』（
二
〇
一
〇
年
）。

（
7
） 

「
加
藤
家
臣
伝
（
会
津
に
お
け
る
も
の
）」（
伊
予
史
談
会
編
『
加
藤
嘉
明
公
』、
一
九
三
〇
年
）、「
加
藤
家
分
限
帳
（
狩
野
文
庫
）」（
会
津

若
松
史
出
版
委
員
会
『
会
津
若
松
史
』
八
、
一
九
六
七
年
）、「
明
公
秘
録　

乾
」（
松
山
市
史
料
集
編
集
委
員
会
編
『
松
山
市
史
料
集
』
二
、

一
九
八
七
年
）。

（
8
） 

越
坂
裕
太
「
史
料
紹
介　

内
閣
文
庫
所
蔵  

昌
平
坂
本
『
元
和
寛
永
小
説
』」（『
鷹
・
鷹
場
・
環
境
研
究
』
二
、
二
〇
一
八
年
）。

（
9
） 

桑
田
忠
親
『
大
名
と
御
伽
衆
』（
青
磁
社
、
一
九
四
二
年
）。
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竹
田
文
庫
の
所
蔵
者
竹
田
準
氏
に
は
、
本
史
料
の
閲
覧
、
史

料
翻
刻
の
掲
載
を
快
く
ご
許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
史

料
の
閲
覧
に
際
し
て
は
、
福
岡
県
立
図
書
館
郷
土
資
料
課
の
職

員
の
皆
様
に
お
世
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
末
尾
と
な
り
ま
し
た

が
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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